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印西地区環境整備事業組合次期中間処理施設整備事業 
地域振興策基本計画策定業務委託の公募型プロポーザル２次評価（ヒアリング） 

全文会議録 
 

 

開催年月日 平成２９年５月１１日（水） 

開 催 時 間 １０：３０～１６：０５ 

開 催 場 所 印西地区環境整備事業組合 ３階大会議室 

出 席 者 

最優秀提案者 

選定委員会 

委 員 長 小手正治（事務局長） 

副委員長 今井 聡（印西クリーンセンター工場長） 

委 員 竹田忠夫（庶務課長） 

委 員 高橋康夫（平岡自然公園事業推進課長） 

委 員 高橋英夫（庶務課主幹） 

委 員 土佐光雄（印西クリーンセンター主幹） 

事務局 

（印西クリーンセンター次期施設推進班）  

大野喜弘（主査補） 

川砂智行（主査補） 

泉田隆之（主査補） 

提案者

Ａ 

株式会社 

エックス都市研究所 

・・・・（統括担当者） 

・・・・（主任担当者） 

・・・・（主任担当者） 

・・・・（主任担当者） 

提案者

Ｂ 

株式会社 

オオバ千葉支店 

・・・・（統括担当者） 

・・・・（主任担当者） 

・・・・（主任担当者） 

提案者

Ｃ 

株式会社 

流通研究所 

中島 淳（統括担当者） 

有山公崇（主任担当者） 

岡田寛史（担当者） 

※傍聴人：６人 
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次第 頁 

１ 開会 ３ 

２ プロポーザル２次評価（ヒアリング） ３ 

 （１）株式会社エックス都市研究所 ３ 

   ①プレゼン ４ 

   ②質疑応答 １０ 

 （２）株式会社オオバ 千葉支店 １６ 

   ①プレゼン １７ 

   ②質疑応答 ２４ 

 （３）株式会社流通研究所 ２９ 

   ①プレゼン ３０ 

   ②質疑応答 ３６ 

３ 閉会  ４２ 
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次第１ 開会 

 
 
大野喜弘（事務局） 
定刻となりましたので、印西地区環境整備事業組合次期中間処理施設整備事業地域振

興策基本計画策定業務委託における公募型プロポーザルの最優秀提案者選定会議プロポ
ーザル２次評価を開会します。私、本日の進行役を努めさせていただきます印西クリー
ンセンター次期施設推進班の大野と申します。よろしくお願いいたします。 
本日の会議開催にあたりまして、出席委員数は委員全員の６人でございます。よって、

最優秀提案者選定委員会設置要綱第５条第２項で規定している必要出席委員数を満たし
ていることを、先ずご報告させていただきます。それでは、同要綱第５条第３項の規定
に基づき、最優秀提案者選定委員会の委員長である小手事務局長に議長をお願いいたし
ます。 
 
 

次第２ プロポーザル２次評価（ヒアリング） 
 
 

（１）株式会社エックス都市研究所 
 
 
小手正治（選定委員長） 
 それでは、次第２の（１）、株式会社エックス都市研究所さんのプロポーザル２次評
価を進めますが、最初に選定委員を紹介します。 
 
 

（選定委員の紹介） 
 
 
小手正治（選定委員長） 
 次に、株式会社エックス都市研究所の皆さんの自己紹介をお願いします。 
 
 

（株式会社エックス都市研究所の出席者が自己紹介） 

 
 
小手正治（選定委員長） 
ありがとうございました。次にプロポーザル２次評価の進め方について、事務局の説

明を求めます。 
大野喜弘（事務局） 
ご説明いたします。先ず、プレゼンでございますが、対象資料は、お手元のプロポー

ザル資料№２から№５となります。なお、プレゼンをしていただく範囲は、その一部・
全部を問わず任意となります。持ち時間は、３０分以内です。終了３分前に１回目のベ
ルを鳴らし、終了時間を迎えましたら２回目のベルを鳴らします。２回目のベルが鳴り
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ましたら、説明途中であってもプレゼンは終了となります。次に質疑応答でございます
が、持ち時間は、選定委員の質問時間を含めまして３０分以内です。プレゼンと同様に、
終了３分前に１回目のベルを鳴らし、終了時間を迎えましたら２回目のベルを鳴らしま
す。２回目のベルが鳴りましたら、質疑途中や回答途中であっても質疑応答は終了とな
ります。プロポーザル２次評価の進め方についてのご説明は、以上でございます。 

小手正治（選定委員長） 
事務局の説明が終わりました。ここで事務局にお願いしますが、株式会社エックス都

市研究所さんのプレゼンが始まってから質疑応答が終わるまでの間は、評価作業に専念
したいことから、当面の間、私の代わりに事務局で議事を進行してください。 
大野喜弘（事務局） 
はい。承知しました。 

小手正治（選定委員長） 

株式会社エックス都市研究所さん、準備はよろしいでしょうか。それでは、最初にプ
レゼンをお願いします。 

 

 

①プレゼン 
 
 
・・・・（統括担当者） 
それでは、お手元の資料の中で両括弧１、業務の取組方針と書かれているこのページ

がございますので、お開きになってください。よろしくお願いいたします。それではま
ず、私共が取り組む姿勢を皆様方にご説明いたします。 
まず１点目は、過年度、これまで色々と検討されてきた内容につきましては、積極的

に活かしながら、やはり今年はより具体的な機能や可能性、条件などを明らかにしてい
くことから、民間事業者へのアンケート、それからヒアリングを行ってみたいと思って
おります。その中で、実現に向けた考え方を提示したいと思っています。また、周辺地
域の状況や資源などをしっかり押さえて、その中で新しいアイデアを含めて、この地域
に合った振興策を検討していきたいと考えています。 
 ２点目といたしまして、次期中間処理施設との連携は重要と考えておりますので、前
年度の委員会とか基本構想を十分に踏まえまして、排熱利用の効率性とか実現性をしっ
かりと検討したいと考えています。 
 ３点目、基本的には地元の方々と一緒に検討していきたいと考えておりますので、委
員会とか説明会などでは、より分かり易い資料作りをしまして、より具体的な検討が出
来るような形で進めて参りたいと思います。また、成果物につきましては、図や写真も
含め、より分かり易いものに仕上げていきたいと考えております。 
 ４点目が、やはり私共の特徴といたしましては、中間処理施設の計画業務、他の自治
体を含めて行っておりますけれども、その辺のことも上手く活かしながら業務を進めて
いきたいと考えています。それから、今年度並行して行われます排熱の供給効率とかア
クセス道路の整備計画と関連する調査との連携もしっかりと図っていきながらこの調査
を進めていきたいと考えています。それから最後に、当然のことながら、これも検討し
ていく中では情報の共有をしっかりとして、進めていきたいと考えています。 
 めくっていただきまして、作業スケジュールがございます。まず振興策を検討するに
あたりまして、基礎的な情報をしっかりと整理したいと考えています。合わせて民間事
業者へのヒアリングを先行的に行いながら、より具体的な内容をつめていきたいと考え
ています。ここでは色々な可能性を追求したいという気持ちがございます。これを受け
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まして地域振興策の基本計画の素案を作成するのですが、とりあえずどのようなイメー
ジ、どのようなものが出来るのかというのを分かり易く示すために、仕様書に書かれて
おります項目につきましては、検討して参りたいと思っております。その中で出てきた
効果とか、それから課題みたいなこともありますので、そういうことを地元の方々と一
緒に検討して参りたいと思っております。で、そういう意味で１１月以降でございます
けれども、地元の方々とやり取りしながらこの計画をつめて行きたいというスケジュー
ルで考えているところでございます。 
 めくっていただきまして、３ページ、実施体制がございます。今年度は、地元の方々
と共に具体的な計画作りを行っていくという中で、やはりまちづくり側とか施設計画側
の検討を少し中心的に行っていきたいということから、私共、まちづくり・社会システ
ムチームというまちづくりを専門とするチームのところが中心となって検討して参りま
す。当然、中間処理施設との計画との連携をしていくわけでございますので、これまで
の実績を踏まえて、しっかりと連携してフィジカルチェックとか、それから具体的な更
に突っ込んだ検討の中で施設提案を連携させていきたいというふうに考えているところ
でございます。この２つのチームが連携して行うことによりまして、より具体的な検討
が出来るのではないかなと思っているところでございます。 
 ただ、内容につきましては、主担当の・・のほうから説明させていただきたいと思い
ます。 
・・・・（主任担当者） 
 続きまして、プロポーザルテーマの２です。各種選択決定の際の留意点の説明に移り
たいと思います。こちらの業務のメインの作業には基本構想の時点で挙がっています１
００のアイデア、地域振興策のアイデアがあると思います。そちらをとらまえながら実
際に基本計画に位置づけていく施策を選定、決定していくというあたりが大きな作業な
のかなと思ってございまして、そちらを行う際の留意点を６つほど整理させていただい
てございます。 
 １点目が地域振興のビジョンと骨太の方針づくりでございます。基本計画自体は、平
成４０年以降も含めた長期的な計画でありますので、そうしましたら地域を取り巻く状
況というのが当然変わってくるかなと思います。その中で、ぽんっと施策を決め打ちし
てしまうということではなくて、やはりその変化に柔軟に対応出来るということで考え
ていくと、やはり計画としてはビジョンあるいはそのビジョンに基づいてどのようなま
ちづくりを進めていくのかという大きな方向性がしっかりと基本計画の中で固めておく
必要があるのではないかなと思ってございます。その部分を骨太に作っておくというの
が大きな狙いになるのではないかと思っております。 
 ２点目ですが、主体の見通しです。振興策、誰がどう担っていくのかというあたり、
やはり見通しがないとなかなか進めづらい部分がございます。ここが大きなポイントに
なるかなと思っています。そういう意味で、主体は大きく行政、地域、民間事業者とあ
るわけですが、行政については、３自治体がどう地域振興に関与していくのか。特にこ
の基本計画がその３自治体でどう位置づけられていくのかというのは当然明らかにした
上で、農業あるいは観光、そういった関連施策を見ていって実際に事業の展開、施策の
展開が可能かどうかというあたりは見ていきたいと思います。そして、地域については
地域の活動の自立性なり、持続性、そこら辺は大きなポイントになると思っております。
ただ、長期的な取り組みですので、今ない活動でもその活動を育んでいくという視点か
らも検討が出来るのではないかなと思ってございます。民間事業者、主に排熱利用の事
業参画をどのように進めていくかというあたりで検討していく必要があります。その際
の参画条件は、先ほどありましたけれども、民間事業者にヒアリング等々を行いまして、
明らかにしていきながら地域振興策を精査していくということをしてもらいたいと思い
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ます。 
 めくっていただいて３番目です。次期中間処理施設整備との関わりも重要だろうと思
ってございます。こちらは当然、次期施設については、今もう検討が始まっております
ので、そちらのほうと密に連携しながらということになろうかなと思います。その中で
やはり大きな地域の目玉となるのは排熱利用というのが１つあるのではないかなと思い
ます。こちらのほう、先ほど言いましたように民間事業者の参画を想定するということ
になりますので、供給可能な熱量であるとか、供給方式であるとか、また供給機器、逆
な言い方すれば、いつ熱の供給が止まるのかと。ここら辺は民間の事業にとってはかな
りベーシックな条件となりますので、そこら辺をしっかりとらまえて施策は精査してい
きたいと。そういう中で排熱利用事業自体が自立性、持続性があるような、そういうも
のとしてとらまえるということが必要ではないかなと思ってございます。 
 同じく施設整備との関わりで、先ほどアクセス動線ちょっと話がありましたけれども、
こちらのほうは中間処理施設自体の工事が始まるときに必要な動線となってきますし、
地域振興策としても空間的にどう施策を展開していくかということを考えた際の大きな
与件となってきますので、こちらはやはり中間施設サイドだけではなくて、地域振興、
自然の保全であるとか、生活環境の改善であるとか、賑わい、交流、そういうものを促
進、あるいは防災、そういったものの観点から検討し、施策と結びつけていくというこ
とは必要ではないかなということでございます。 
 合わせて３ページ目ですけれども、中間処理施設のほうは防災拠点としての機能を持
つことは今想定されているということでございますので、当然、発災時にそれがしっか
り機能できるように、先ほどのアクセス動線の話もそうですが、施策を展開していくゾ
ーニング、あるいはその配置、そこら辺はしっかり防災拠点のことをとらまえて検討し
ていきたいなと思ってございます。 
 ３ページ目の真ん中に図面がありますけれども、これはアクセス道路の決定というこ
とであれして、北側のルートと大きく南側が考えられるのかなと思っております。周辺
との動線のことを考えると、一般の動線のことを考えると南側がアクセスというのはな
かなかちょっと難しいのかなと思っておりますが、ただ、非常時の代替アクセスとして
使えるのではないかと思っております。そういうことも視野に入れながら、ここら辺は
中間処理施設の整備計画と連携しながら検討して参りたいと思います。 
 そして、施設整備の工程であります。こちらは、地域振興のほうでも基本計画の中で
道しるべ、どのように取り組みを進めていくか、ロードマップはつくろうと思っていま
すので、当然中間処理施設の工事のスケジュール、そういったものとしっかり合わせて
参りたいなと思ってございます。その他、造成計画を含めて空間的なもの、物理的なも
のに関わるようなものは中間処理施設の計画と連携しながらしっかりと条件整備を行っ
た上で地域振興策を検討して参りたいと思います。 
 ４点目でございます。４ページ目に行きまして、法制度の関わりであります。こちら
のほうは地域振興策が法制度面から見て適合性があるのかどうか、優位性があるかどう
かというあたりは評価して参りたいと思います。そういう中で、施策自体の精査が行わ
れてくるのかなと思います。そういう法制度面だけではなくて、環境省なり、国土交通
省のほうでいろいろ国の支援等々動きがありますので、そういうものも視野に入れなが
ら検討して参りたいなと思います。 
 ５点目です。計画作りがやはり地域のポテンシャル、持っている可能性を最大限に活
かせるように計画をつくっていきたいなと思っていますので、そうしますと、地域の特
性、資源というものをしっかりと盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。
そういうところが地域の個性というものの発揮につながってくるのではないかなと思っ
てございます。 
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 続きまして、６点目です。マーケティングな視点でございます。市場調査的なもので
ございます。当然、振興策でサービス提供するターゲット、利用者ですね、そちらがど
ういうものなのか、またその利用の圏域はどのようなものなのかというあたりは、しっ
かり想定をしてほかの周辺施設との競合がないかどうかというあたりも施策展開を選択
する上での大きな判断材料になるのではないかなと思ってはおりますし、逆にどういう
施設が周辺にあるのかということがわかると、どういう連携があり得るのかというよう
なことも考えられるかなと思っていますので、こういった市場調査をしっかり行って参
りたいなと思ってございます。 
 以上、ご説明した内容を評価としてその振興策を選定、決定するときのプロセスとい
うことで６ページ目に図がございます。図の右側に先ほど言いました骨太の方針、ビジ
ョン、こちらの部分はしっかり計画に位置づけていく必要があるのではないかというお
話でございます。こちらを検討する際には基本構想で１００策アイデアがございます。
こちらのほうは、地域の方々の思いが詰められている部分があるかなと思います。そう
いうようなアイデアの背景にあるような、どういうまちにしていきたいのだ、どういう
地域にしていきたいのだというところの概念抽出、整理はしっかり行って、このコンセ
プト、ビジョン、方針の検討につなげていきたいなと思ってございます。そして、その
方針ごとに１００策のアイデアを整理していきたいと思うのですが、その際にちょっと
図の下にありますけれども、１００策のアイデアを評価、選択していくというような作
業が必要になるかなと思っていまして、その視点が書いてございます。先ほどご説明し
たように、主体の見通し、あるいは施設整備の関わり、法制度との関わり等々視点を持
ちまして評価、選択して、なかには手直しして使っていく、位置づけていくということ
もあると思うのですが、手直しして基本方針ごとにその振興策を割り振って体系立てて
整理していこうというふうに考えてございます。当然基本方針の内容からして、１００
策のアイデアだけではちょっと不足するという内容については、新たな振興策というこ
とで積極的に検討し、ご提案していきたいというふうに考えてございます。 
続きまして、プロポーザルテーマの３です。明確化すべき事項のほうに説明のほう移

りたいと思います。明確にすべき内容を４点ほど挙げてございますが、その１点目は先
ほど来お話しています、そのコンセプトです。地域振興のコンセプト、ここはしっかり
やっていきたいと、明確にすべきだろうということであります。コンセプトを考える際
にベースとなるのは基本構想で地域まるごとフィールドミュージアムというのが掲げら
れてございます。こちらを深掘りしていくことをまず考えていければというふうに考え
ております。その際にやっぱり着目すべきは「ミュージアム」という言葉ではないかな
と思ってございます。ミュージアムといいますと、下の図、基本方針にもありますが、
学習であるとか保存・継承あるいは創造といったあたりがキーワードになって挙がって
くるのではないかなと思ってございます。そして、地域まるごと、そしてフィールドで
すから、ある意味地域をつないでいく、回遊するということもキーワードとしてとらま
えていくことが考えられるのではないかなと思ってございます。そういう意味で仮説で
はありますけれども、基本方針４つございますが、学習、保存、継承、創造、回遊とい
ったあたりをちょっと仮説を置きながら検討をして参りたいなと思っております。その
際に、この図の一番下にありますけれども、基本構想の段階で、地域に求められる将来
像というのが掲げられてございますので、これを上手く取り込む形で整理をして参りた
いというふうに考えてございます。 
 ２ページ目です。２点目の地域のまちづくりの方針でございますが、これは先ほど基
本方針４つほど仮説的に挙げさせていただいたわけですけれども、基本的にはそういう
ものは文言、文章的な表現になってくるかなと思うのですが、ただ、やはり地域が今後
どのようになっていくのか、どのような方向でまちづくりが進んでいくのかというのが
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空間的なイメージが重要になってくるのかなと思ってございます。そういう意味では方
向性を絵にしていくというような作業をぜひともやってもらいたいなと思っておりまし
て、その際に３自治体が地域振興策に関わってくるだろうということで考えますと、ご
当地の振興がどのように３自治体とどのような効果をもたらすのかというあたりは常に
念頭に置きたいなと思ってございます。そういう意味では、２ページ目の下の図にあり
ますように、やはり３自治体の資源を上手くつないで、まさしく地域のフィールドをつ
ないでミュージアム化していくというような、大きな方針をまずとらまえていく必要が
あるのかなと思ってございます。 
 その上で３ページ目でございますが、まちづくり方針図を対象地を中心に周辺含めて
図示していけないかなというふうに思っております。大きくはどのような施策をどこで
展開するかというゾーニングを示すのと、そのゾーニングをつなぐネットワーク、大き
くそのゾーニングとネットワークという２つで表現されてくるものだろうというふうに
考えてございます。これは、あくまでも現段階での私共の仮説でありますけれども、市
道松崎吉田線の沿道ににぎわい交流ゾーンという形で直販とか、そういうようなにぎわ
いに関わりのある施設、施策を展開する場として想定したらどうか。また、次期中間処
理施設の南側の隣接地に排熱利用事業を展開するゾーンとして想定したらいかがかとい
うことでございます。その中には当然、園芸なり温浴といったものもありまして、こう
いうものを全体のネットワーク、農業の活用であるとか集落も含めて散策できるような
ネットワークを組んでいくというような絵柄になってございます。 
 そして、防災という面で行きますと、中間処理施設と先ほどの排熱利用ゾーンの部分
は一体的に防災機能を有するものということになりますし、アクセス動線もいざという
ときは南からもアクセスできるようなことを想定した整備ということも必要なのではな
いかなというふうに考えてございます。 
 続きまして、３点目、４ページになりますが、まちづくりのモチベーションを高める
重点プロジェクトと書いてございます。これは、どういうことかといいますと、やはり
振興策がいろいろ出されてきた中で、どれも横並びということではなくて、やはりどれ
を重点的に進めていこうかというあたり、その住民の方々の期待感あるいはまちづくり
を高めていくというようなことに資するような取り組みも当然のことながら必要なので
はないかなと思っていまして、そのための基幹プロジェクト的なものを抽出していった
らどうかなと思ってございます。これは、単純に単体の施策ということではなくて、複
数の施策を組み合わせて一つのプロジェクトを作って行くというようなことを考えては
いかがというふうに思ってございます。 
 今、私共で仮説として３つほど重点プロジェクトをこちらのほうに記載してございま
すが、１つ目については、排熱利用というのがご当地の大きな資源となってきますので、
この利用を中心としたプロジェクトを組めないかと考えてございます。フィールドミュ
ージアムの回遊拠点をそういうような排熱利用を活用しながら、そういうふうな拠点を
つくるというようなプロジェクトでありまして、当然温室とか植物園とか、そういう熱
の利用がありますけれども、当然体で熱を感じるということで行けば、温浴というよう
なことも考え得るお話かなということであります。 
 ２点目のプロジェクトは、地域の産品を使った交流の場づくりということでございま
す。こちらのほうは、当然周辺地域、農業関係は整ってございますので、そちらをうま
く資源として活用していくということになるのですが、これの担い手としてはやはり農
家さんなり、地元の方が積極的に事業に関わっていくという仕組みが必要ではないかな
というふうに思っておりますので、そういうような仕組みを段階的に整えていくという
ようなことも想定されるプロジェクトなのではないかなというふうに考えてございま
す。 
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 続きまして、３つ目のプロジェクトですけれども、古民家カフェプロジェクトでござ
いまして、こちらのほう既に印西市内の古民家カフェあるわけですけれども、こういう
ものが１つ回遊を大きくつくり出す仕掛けづくりの一つにはなってくるのかなと思って
ございます。また、こういったところが高齢者の方の見守りを含めてコミュニティのビ
ジネスの場にもなってくるのではないかなということでありまして、こういうものを育
てていくようなプロジェクトがあってもよろしいのではないかなと思ってございます。
当然、民家を改修するということになりますと、資金も含めて技術的な側面も出てきま
すので、そういうものをサポートする取組もパッケージでこちらのプロジェクトは検討
していくということが必要なのではないかなというふうに考えてございます。 
 ４点目でございます。地域振興の道しるべというのがございますが、これは今さっき、
先ほど言いましたロードマップでございまして、当然、どういうような取組の手順で進
めていくのか、それは誰が進めるのか、またそれはどういうスケジュールで行っていく
のか。スケジュールについては、短期、中期、長期ということで５年から１０年、そし
て１０年以降については次期中間処理施設の供用開始以降というタイミングと合わせて
どういうことが出来るのか。逆の言い方すると、短期、中期ではどういうような準備が
必要なのかという視点でこちらのロードマップは作成していくということになろうかな
と思ってございます。 
 めくっていただきまして、地域振興計画の構成でございます。今言ったものを明らか
にすべきものを当然盛り込んでこちらの基本計画は作られてくるということになって参
ります。先ほど言いましたように、印西市をはじめ３自治体でどのような基本計画が位
置づけになってくるかというのは当然示していかなければいけないわけですので、そこ
をしっかり頭に置いた上で上位計画、あるいは現状というところに移っていくような仕
立てにすべきかなと思ってございます。真ん中ほどにありますけれども、地域振興のコ
ンセプト、先ほども言っていますように、ビジョンと大きな基本方針についてはしっか
りとここで示しつつ、まちづくりの方針図とありましたけれども、それを空間的にも落
としていくとどうなるのか、広域にも、局地的にもしっかり示していくということにな
ろうかなと考えております。基本方針ごとにその後地域振興策を体系立てて示していき
ながら、先ほど説明しました重点プロジェクトについても示していくということになろ
うかなと思います。施策を組み合わせていく中で、どのようなサービスなり、プログラ
ムを提供していくのか。また、その施策の中でどのような機能を、または空間をつくっ
ていくのかと。ある程度物理的な条件も重点プロジェクトについては詰めていく必要が
あるのかなと思っています。重点プロジェクトの１については排熱利用のことに関して
は、そのような検討が十分必要かなと思っています。合わせて民間事業者の参画、ある
いは地域の参画ということを想定した事業スキームをどのように構築していくかという
のは重点プロジェクトの中で示していこうという内容になっております。 
 そういうものと地域振興策、先ほどありましたものをどういう手順で進めていくのか、
道しるべですね、ロードマップを示していくというような話でございます。 
 推進体制ございます。道しるべで終わりではなくて、これを本当にどういう体制で進
めていくのかというあたりがやはり必要でありますので、計画作っておしまいではなく
て、進行管理をどのように進めていくのかというのはしっかり示していきたいと思って
ございますし、その中では重点プロジェクト、実際にどうやってスタートアップしてい
くのかというあたりもご提案し、計画の中に盛り込んでいってはよろしいのではないの
かなというふうに考えてございます。以上、企画提案の部分の説明は終わります。 
大野喜弘（事務局） 
プレゼンの持ち時間、若干あと２分ほどありますが、これで終了ということでよろし

いでしょうか。 
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・・・・（主任担当者） 
せっかくですので、お時間いただいていますもので少し補足させていただきます。今

回の提案の体制の中にいろいろな業務経験等書かれてございますけれども、私共、一昨
年の平成２７年に・・・・・・・より発注がありました・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・を受託したところでございます。その中で私のほうは地域
振興策の主担当で、隣の・・のほうが施設整備の主担当ということで説明させていただ
いております。そういったところの経験も踏まえて、今回この業務受託させていただき
ましたときには、更に精いっぱいやらせていただきたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします。 
 
 

②質疑応答 
 
 
大野喜弘（事務局） 
 終了ということでよろしいでしょうか。それでは、続きまして、質疑応答でございま
す。限られた時間を有効に使いたいことから、質疑及び回答につきましては簡潔にお願
いをいたします。それでは、質疑のある選定委員は挙手をお願いいたします。 
今井聡（選定副委員長） 
説明の冒頭、計画づくりを地域の皆さんと共に行っていくのだというご説明があった

と思いますが、地域の皆様非常にお忙しい方々になります。当然、夜、また回数が多く
なるというようなことも想定されるのですが、提案書を伺ったときに、皆様ほかの仕事
も兼任されるというようなことが記載されておりました。その辺について、今後時間が
なかなかないのかなという印象を受けたのですが、その辺の対応については、いかがな
のでしょう。 
・・・・（統括担当者） 
私共、地元対応の仕事はかなりやっております。日程調整の仕方も地元の方々と共に、

先行的に何曜日の何時と何時からという、後々まで全部決めておけば非常にやりやすい
のかなというふうに思います。それから、私共のスタッフのメンバーもそれぞれ地元対
応のワークショップの経験者が入っております。ですから、どのメンバーが入ってきて
も地元の方々とのやりとりはやりやすいかなというふうになるかと思いますので、ぜひ
そういうところを評価していただきたいというふうに思っております。 
・・・・（主任担当者） 
補足いたしますけれども、少なくとも体制で、まちづくりの検討に関わる主担当者に

ついては、必ず誰かが出ると。日程がかぶっても誰かが出るような体制は作りたいとい
うふうに思います。議論のちゃんと継続性がこちらでもずっと図れるというか、そこら
辺はしておきたいなというふうに思います。 
高橋康夫（選定委員） 
排熱利用というところで、非常に有利ということでおっしゃっておりましたけれども、

現時点において技術的な、あるいは経済的な、それから効果的に焼却工場から出る排熱
を利用して振興策に活かしていくという構造や形態を何かイメージされているのであれ
ば教えていただきたいのですけれども。 
・・・・（主任担当者）  
２７年度に、このことにつきましてはかなり細かい検討をしておりまして、どの位の

熱量をどこに持っていく、どういった施設を想定するというところまでしておりますの
で、そういったことをベースにまちづくりの中でどう活かしていくかという新たな検討
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をしていけると考えております。 
高橋康夫（選定委員） 
具体的にその熱を使ってやる事業というのは、地元に効果的な事業というのは何をイ

メージされているのかをちょっと聞きたいです。 
・・・・（主任担当者） 
熱利用という視点で行きますと、電気、あと熱という大きな２つのカテゴリーがござ

いまして、熱利用におきましては蒸気、温水とこういった部分で、熱のエネルギー回収
率という意味については、今回最大限効果的な形で回収出来るよというのが、まず１つ
あります。そういった中で、どう有効的に使うかということにつきましては、１つは電
気として使うのか、熱として使うのかというような考え方の中で、どのように限られた
排熱を有効に使うかということでございますけれども、これについては今２つ案を出し
ている中で、電気を使う施策、熱を使う施策ともろもろ出しております。それは、熱で
行きますとやっぱりいわゆる供給できる範囲、距離的な効率性の限界がございます。そ
ういった中で、電気というのはある意味今度は送電線の問題と、それぞれの特性がござ
いますので、それらを勘案して、地元の方の一つのニーズというところの優先策という
のとバランスをとりながら、その中で一番効率的な熱の使い方という組み合わせをご提
案させていただくというような考え方でおります。そういった中では、熱のカスケード
利用といったようないろんな有効的な使い方がございます。ただ、それに対して、それ
を先に逆に無理強いしますと、逆にそのニーズとしてのまちおこしとのアンバランスが
起こる可能性もございますので、そういった部分を含めて地元の方のニーズ、そして今
回の施設側としての熱のエネルギーの効率性、これをうまくバランスがとれるような調
整というのを弊社のほうではしっかりやっていきたいなというふう考えています。 
今井聡（選定副委員長） 
テーマの２、（１）の地域振興ビジョンと骨太の方針づくり、その中で、その時々の

状況の変化に対応する柔軟性を備えつつという表現がございますが，その柔軟性を備え
た計画というのは何かイメージがお持ちであるか。また、骨太の方針といったコンセプ
トについても具体的なイメージがあったら聞かせてください。 
・・・・（統括担当者） 
柔軟性と言っている意図としては、施策を細かく詳細に計画に位置づけるということ

で行きますと、例えば先ほど温浴施設を実は提案していますが、そういうものが今の段
階では仮に事業者さんに聞いてポテンシャルがなくもないよという話があったとして
も、１０年後はっきり言ってどうなるかはよくわからない部分もあるかなと思います。
そういう意味ではどの程度レベル感を持って位置づけるかというのがあるのですけれど
も、しかし、個別施策よりも上の部分、ちょっと概念としては１個上の部分をしっかり
計画として位置づけるということが必要ではないかというような趣旨でございます。そ
うすれば、ある程度の状況の変化にも対応できる計画ということになるのではないかと。
つまり柔軟性という意図はそこにございます。そして、イメージとしては先ほどテーマ
の３のほうにございます、３の１ページ目に地域振興のコンセプトというのがございま
すが、こちらのほうのフィールドミュージアムと言っている部分は、これはまさしくビ
ジョンでありまして、概念あるいは理念の部分になってくるかなと思いますが、それに
基づく方針でありますけれども、例えば例として仮説として挙げているのは４つで、学
習ということで行きますとその地域の魅力、これは熱も含めてというようなことでも書
いてありますが、体験出来る、見学出来る。これは、見学という意味は中間処理施設自
体の環境学習の場として活用するというのも含まれてくるかと思いますが、そういった
ものを大きく掲げておけば、その方針に基づく施策というものが、その後多数の施策を
うまく精査する中でひもづけると言っては変ですけれども、位置づけることが出来てく
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るのではないかということであります。 
 そういう意味で地域振興策のほうがある程度状況に応じて変えなければいけなくなっ
ても、大きくまちづくりをどういう方向で進めていくのかというあたりは、この基本方
針のほうでしっかり定まっている状態ですので、余り方向性を見失うことはないという
のでしょうか、そういうふうに計画づくりが出来るのではないかなと思ってございます。
そういう意味で熱を使うような話が逆に、中間処理施設を核としたようなものが学習に
ありますし、保存、継承というところで行きますと、やっぱり農業をいかに保存、継承
し、活性化していくかという、これは地域の雇用創出、そういったものにもつながって
くるかなと思いますので、そういったところを挙げていけないかということでございま
す。持続的な地域の暮らし、創造する部分は、守るだけではなくて、これから生活自体
も創造していくというようなこともあってよろしいのではないのかなということであり
ます。 
 それで、４点目は回遊ということです。ミュージアムというよりは地域まるごとフィ
ールドだというような部分での施策と、方向性というのも今のところ仮説ですけれども、
想定してございます。 
今井聡（選定副委員長）  
改めて申し上げるのですけれども、その骨太の方針といったものというのはどこにイ

メージを持っているのですか。 
・・・・（統括担当者）  
この４本柱です。 

高橋英夫（選定委員）  
それでは、ちょっと本日のご説明の中では具体的なお話がなかった点について、ちょ

っと１点だけお伺いしたいのですが、御社様が、これまで手がけられた、担当された産
業振興あるいは地域振興計画などの業務に基づきまして、その後、実際に実施された事
業等で、その中で現時点においてその計画当時の目的をおおむね達成出来たであろうと
思われるような事業がございましたら、ご紹介をいただければと思います。 
・・・・（統括担当者） 
様式の２ですね、業務の実施体制をめくっていただいて３ページ目ですか。それで、

まちづくりサイドでは中間処理施設等々、そういうふうな廃棄物とは関係ない振興計画
もつくっておりますので、ここが必ずしも施設と関係するものではないものも入ってい
ます。例えば、３ページ目の・・地域振興ふれあい拠点、これは・・・の駅前の交流地
の活用ということでありますが、こちらのほうはもう実際に出来ておりまして、駅前の
活性化に資する施設。ある程度施設の概要が決まってはいたのですけれども、それをど
のように人の流れと合わせるような形で動線をつくり、施設を配置していくかというよ
うな検討を行ってございます。広場を中心とした対流の生まれるような施設配置という
ことで検討をさせていただきました。 
 その下のごみ処理施設のお話、・・・・・・のほうが、これは実現ということではな
いのですけれども、こちらのほうが更新に、施設の更新に合わせて周辺の地域振興策と
いうことで計画づくりしました。それのメインが公園づくりです。地域のニーズを盛り
込んだ公園ということで検討させていただきました。今、補助申請とか組合さんのほう
でやられているというような状況であります。 
 その下のこちらの・・・のほうも実現ということではないのですが、当然、施設の建
替えということに合わせて地域振興策ということで、これは昨年度検討させていただき
ました。これは、実際に既に地元から要請事項が挙がっておりまして、それをうまく先
ほど言いました概念抽出ですね、どのようなまちにしていきたいとかという概念抽出を
しながら、全体的にその施策を体系立てて位置づけていくかというような内容になって
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おります。逆にそうしないと、関係する自治体さんのほうで、どのように、どこが担当
してくるのかという役割分担がなかなか出来ないというようなお話がありましたので、
そこら辺をうまく体系立てていくかというふうな内容のものになってございます。すみ
ません、その中でご説明出来るのはそのような形になります。 
竹田忠夫（選定委員） 
振興策、１００選の中からの抽出なのですけれども、プロポーザルテーマの２の６ペ

ージになるのか。そこで１００選のアイデアから概念、抽出、整理とあるのですが、こ
の方法についてはどのような視点と、それからその方法はどうなのかということをお聞
かせいただければと思います。 
・・・・（統括担当者）  
１００選を拝見したところで、あとフィールドミュージアムというビジョンがござい

ましたので、正しく先ほどテーマの３でご説明したような、こちらに書いてある４つの
視点が概念としては抽出出来るのかなと。当然、様式５のプロポーザルの３のその図の
一番下に地域に求められる将来像というのがあるのです。その中には賑わいもそうです
けれども、雇用とか就労とかというような形もございますので、そういったどういう思
いで皆さん１００のアイデアを出されたかというのが、そこら辺も糸口にしながら体系
立てていくための、要は概念整理をしていければと考えてございます。主に、私ども今
仮説置いているのは、先ほども言ったように４つのコンセプトかなと思ってございます。 
竹田忠夫（選定委員）  
続きまして、次はその抽出方法を、抽出をしていく中で、先ほど来地元との話し合い

等、ワークショップ等々あったのですが、それはここの段階で作業として入ってくると
いうようなイメージでよろしいでしょうか。 
・・・・（統括担当者）   
スケジュールの様式３、プロポーザルテーマの１の２ページ目の部分になるのですが、

当然１００のアイデアを出されている段階で、かなりもう皆さん意見を出しているのか
なというイメージなので、ですので、余りそこでまたお話を聞くと、また何言わせるの
よというような、ちょっと言葉悪いですけれども、そういう話にもなりかねないのかな
と思っていますので、まず１００のアイデアを私共でちゃんと咀嚼して、形にしたもの
でお見せするということをしたいなと思っています。そういう意味で１０月位までにあ
る程度あらあらビジョンの概念、骨子的な考え方は整理いたしますので、その段階で１
１月以降たたいていただくというようなことを進められたらなと思っています。 
土佐光雄（選定委員）  
テーマ１の１ページ④に中間処理施設整備計画の業務経験を活かしということで、こ

の１番目なのですが、弊社では中間処理施設整備計画の業務経験が豊富ですという記載
がございます。実際に具体的に過去４年ないし５年位で、どこからどのような受注をさ
れているのか、わかる範囲でお答えいただけますか。 
・・・・（主任担当者） 
それでは、別紙様式２のところですけれども、その中で、まずこの最初に、こちら印

西組合さんが中間処理施設の整備事業の施設整備基本計画を策定してございます。また、 
・・・になりますけれども、・・・・・、こちらも清掃工場ですけれども、こちらの施
設整備基本計画の策定の計画になります。また、九州になりますけれども、・・・・、
こちらの施設整備基本計画と、これの受注実績がございます。あと、先ほどまちづくり
の話の地域振興の実績の話がございましたけれども、・・・・ですけれども、・・・・、 
・・・、・・・とこちらも３市が構成市になります・・・・・・・、こちらの施設整備
基本計画、ここも受注したというふうになっております。 
高橋康夫（選定委員）  
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民間事業者へのアンケート調査、ヒアリング調査ですけれども、対象がここに記載が
されておりますけれども、どの程度やられるのか。要は何社程度やって、どんなデータ
にしていくのかというイメージがありましたら、お願いします。 
・・・・（統括担当者）   
事業者さんの選定自体はこれからなのですけれども、やはり主に千葉で事業を展開さ

れている事業者さんを選んでいくような感じになりますので、なるべく地元ということ
で考えますと、やはり３から５受ければというようなことであります。ここで重要なの
が、今やれるかどうかというと、今やれる状況にはない。１０年後の話ですので、地域
の可能性なり、評価あるいは参画の条件、どういうところだったら、例えば温浴だった
ら温浴が成り立つのかというような条件の精査を主に聞いて参りたいなと思っておりま
す。 
竹田忠夫（選定委員）  
将来像の実現とか課題の解決といったこの地域振興策を行ったその後で効果等につい

てはどうやって図る。あるいは評価の指標だったり、どのような設定が必要だと考えて
いますでしょうか。 
・・・・（統括担当者）  
目標指標を掲げていくということは、今の計画としては必要かなとは思っています。

ただ、その際に賑わいですと、例えば来場者数とかそういう話にはなってくるのだと思
うのですが、それはあくまでもそういう施設なり、取り組みが出来てからの話になって
きますので、むしろ私共今感触として持っているのは、そういう仕組づくり自体が今必
要になっている部分も多々あるのかなと思っていますので、どちらかというと、どうい
う取り組み、先ほどロードマップを示すというお話がありましたけれども、そのロード
マップをしっかり進行管理というか、進捗管理をしていくということがまさに重要かな
と思っています。ただ、生活環境の改善については、道路の整備だとかそういうのは短
期的にやらなければいけない部分はあると思いますので、そういうもののその事業を行
った改良率とか、そういうのは指標として設定出来るものはしていきたいと思っており
ますけれども、まずもって先ほどのロードマップ、仕組づくり、活動実態をつくってい
くということもある程度念頭にしながら進行管理は必要かなと思っております。 
高橋英夫（選定委員）  
それでは、テーマ１の業務の実施方針の資料の中で（２）、作業フロー・スケジュー

ルのフロー図がございます。この中で基本計画素案の検討項目の中で、資金、運営、事
業スキーム等の検討ということで資金面の話ですね、その後にも事業収支に関する検討
という記述がございます。このたび整備協定を締結した中で地域振興策について整備予
算の上限というものが設定しております。この上限額についてどのように捉えられてい
るかというところをちょっとお尋ねしたいと思います。 
・・・・（主任担当者）  
今回の上限額につきましては、平成２７年度に実施しました地域振興策基本構想です

ね、こちらを作成するに当たりまして、私共でいろいろとその１００選の施策について
のいろいろ掛かる費用等を試算した経緯がございます。それらのものをベースに今回こ
れらの上限額が固まっているのかなというふうに認識しております。そういった中で全
て１００選がそのまま全て行うかどうかというところは、また別な話ですけれども、今
回の部分では更にその辺をもう少ししっかり試算をしていくというところの中で、どう
いった部分の有効活用出来るのかというところをしっかり考えて、また国の予算等もこ
ういった余熱利用を使うことについて補助事業、補助制度というのも進めていくような
方針を聞いております。そういったいわゆる財源の、国の財源ですね、こういったこと
自体の動向もしっかりつかみながら、こういった資金の有効活用です。特に弊社の場合
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は、国の実施業務というのもそこそこ実績がございまして、特にこういった施設整備、
特にごみ焼却施設等の施設整備に関わる国の実施方針等に関わるような基礎調査です
ね、あるいはそれらの実際に具体的な方策を決める検討会、こういった運営事務局等も
多々経験しております。実を言いますと、昨年度の平成３０年度に閣議決定のマターに
なっております廃棄物処理施設整備基本方針、こちらも改定ということを見定めました
調査というのを環境省から受け入れてもらっています。これは、市町村等が行う廃棄物
処理施設整備の適正化推進業務というものなのですけれども、そういった中で、今後の
施設の整備のあり方という国の動向についても先行していろいろな関わりを持って国の
ほうの情報を注視してございますので、そういった補助制度というのをしっかり今後先
を見据えながら、こういった部分を含めた財源計画等をすることで限られた資産、資金
だと思いますので、でもその金額自体はかなり大きいと思います。そういった中、やは
りしっかり有効活用できるようなスキームをそこの視点をしっかり持っていかないと、
やはり無駄遣いというような話にならないような、そういった意味では先ほど地域振興
策の一つの指標づくりでどういうことを考えるかという話がございましたけれども、そ
の一つとしてやはり継続性という話が大前提だということでロードマップということも
申し上げたのですけれども、そういった意味でいきますと、財政的な収支状況、これは
しっかり指標としても見ていく必要がございます。以上でございます。 
竹田忠夫（選定委員）  
今回の地域振興策によって地域にもたらされる、やはり先ほどの話ではないですけれ

ども、効果があると思うのですが、この吉田地区が振興策によって地区住民がどのよう
な一日の過ごし方になるか、生活のイメージ等がもしありましたら、お聞かせいただけ
ればと思います。 
・・・・（統括担当者）  
いろいろ重点プロジェクトでもありましたけれども、地域の方が当然生活環境の整備

をやって暮らし向きが、住環境が良くなるというのはあるとは思うのですけれども、や
はり先ほどの古民家カフェなり、地場産の関係の活動なりに、地域に根ざした活動が盛
り上がってきて、その中で何かしら地域に関わりを持って生きがいが、生きがいと言う
と申しわけない、高齢者の方を何となく想定している部分があるのですけれども、生き
がいを持って暮らせるような地域であると良いなと、そういうふうに思います。その中
には当然、印旛沼あたりに来た観光客が当然来て、そこにすごく語らいがあるような、
そういうのが。牧歌的な風景のところにマッチしたような活動が営まれるという、そう
いう感じの、済みません、しております。 
大野喜弘（事務局） 
ほかに質問ございませんようでしたら、残り時間あと１分程度ございます。ただいま

の質問に対する回答に限定されてしまいますが、回答に補足等ございましたら、エック
スさんのほうで説明よろしくお願いいたします。 
・・・・（統括担当者）  
やはり、施設整備まで時間があります。恐らくその施設を具体的にするためにはこの

期間が一番重要だというふうに考えております。私共は、このように施設を考えるとき
に、暫定利用とか、まずは活動を優先させて、何が出来るのか、何がふさわしいのかと
いうふうなアプローチでもって具体的な施設整備に結びつけるといった業務もございま
す。ですから、やはり一つ一つ積み重ねていく中でより具体的なもの、つくったときに
使っていただけるものを考えていきたいということで、こういうことは民間事業者さん
にヒアリングしながら詰めていきたいということで、それで考えていきたいと思ってお
りますので、よろしくお願いいたします。 
・・・・（主任担当者）  
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 あともう一点、私共は中間処理施設の整備基本計画と・・・ 
 
 

（終了ベル） 
 
 

大野喜弘（事務局） 
申しわけございません、途中でございますが、３０分を経過いたしましたので、これ

にて質疑応答を終了させていただきたいと思います。 
 それでは、ここで議事の進行を委員長のほうにお返しさせていただきます。 
小手正治（選定委員長） 

それでは、以上で株式会社エックス都市研究所さんのヒアリングを終わりにいたしま
す。ありがとうございました。次のヒアリングまで休憩といたします。再開は１３時３
０分とします。 

 
 

（再開） 
 
 

（２）株式会社オオバ 千葉支店 
 
 
小手正治（選定委員長） 
 再開します。次第２の（２）、株式会社オオバ千葉支店さんのプロポーザル２次評価
を進めますが、最初に選定委員を紹介します。 

 
 

（選定委員の紹介） 
 
 
小手正治（選定委員長） 
 次に、株式会社オオバ千葉支店の皆さんの自己紹介をお願いします。 
 
 

（株式会社オオバ千葉支店の出席者が自己紹介） 

 
 
小手正治（選定委員長） 
ありがとうございました。次にプロポーザル２次評価の進め方について、事務局の説

明を求めます。 
大野喜弘（事務局） 
ご説明いたします。先ず、プレゼンでございますが、対象資料は、お手元のプロポー

ザル資料№２から№５となります。なお、プレゼンをしていただく範囲は、その一部・
全部を問わず任意となります。持ち時間は、３０分以内です。終了３分前に１回目のベ
ルを鳴らし、終了時間を迎えましたら２回目のベルを鳴らします。２回目のベルが鳴り
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ましたら、説明途中であってもプレゼンは終了となります。次に質疑応答でございます
が、持ち時間は、選定委員の質問時間を含めまして３０分以内です。プレゼンと同様に、
終了３分前に１回目のベルを鳴らし、終了時間を迎えましたら２回目のベルを鳴らしま
す。２回目のベルが鳴りましたら、質疑途中や回答途中であっても質疑応答は終了とな
ります。プロポーザル２次評価の進め方についてのご説明は、以上でございます。 

小手正治（選定委員長） 
事務局の説明が終わりました。ここで事務局にお願いしますが、株式会社オオバ千葉

支店さんのプレゼンが始まってから質疑応答が終わるまでの間は、評価作業に専念した
いことから、当面の間、私の代わりに事務局で議事を進行してください。 
大野喜弘（事務局） 
はい。承知しました。 

小手正治（選定委員長） 

株式会社オオバ千葉支店さん、準備はよろしいでしょうか。それでは、最初にプレゼ
ンをお願いします。 

 

 

①プレゼン 
 
 
・・・（統括担当者）  
座って説明させていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、説明に入ら

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、提出させていただきま
した様式２から５、全てにおいて説明を順にさせていただきたいというふうに思ってお
ります。 
 まず、様式２をご確認ください。まず、こちらについては、業務経歴等について書か
れておるのですが、この補足の説明をさせていただきたいと思います。まず、統括担当
者の私、・・でございますけれども、・・・出身、・・・・・・・・卒業をいたしまし
て、県内の状況については精通しておるというふうに認識しております。それから、業
務経歴といたしましては３つほど記載させていただきまして、まず１番目が昨年度・・ 
・・さんで産直施設の交流施設の基本計画を策定させていただいております。こちらに
ついては、公園を含む池を対象地といたしましては道の駅の登録を目指す中で産直交流
の基本計画及び導入機能、それから事業収支等の検討を進めてきました。検討に当たっ
ては、委員会形式で将来の運営の核となる地域の住民の皆様に参加いただきまして議論
を重ねてきたというところになってございます。 
 また、２つ目の業務実績ですけれども、こちらは・・・・・の建設予定地の周辺につ
いてなのですけれども、地域振興業務を、これは受託業務なので継続的にというよりは
飛び飛びということもあるのですけれども、１５年ほど継続的に携わってまいりました。
一昨年につきましては、地域振興施設の類似施設といたしまして、温浴施設であるとか
釣り堀だとか、グラウンドゴルフであったりというような施設の基本計画及び事業採算
性の検討を行いました。この検討はもともと地元の方々が交流施設をつくりたいという
ところを望む施設についてコンサル側で事業収支なり、検討なりをして、これはちょっ
と行けそうですねとか、なかなか厳しいそうですねというのを提示させていただいた上
で、地元の方々から、では、こうしようかというような意見を伺いながら取りまとめる
というものになります。 
 また、将来の管理者となります・・・・さんとも協議を進めながら修正を続けてきた
というところの業務になります。 
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 それから、３つ目、昨年度実施しました・・・・・・のクラインガルテンの整備検討
業務です。こちらの組合さんでも、去年の検討の中でクラインガルテンの調査をされて
いたかと思うのですけれども、同様な検討をもう少しいろんな地区とヒアリングをかけ
たりだとか、事業採算についてお伺いした中で、基本計画業務を策定したというところ
になってございます。 
 それから、続きまして論文発表及び表彰等の実績について、主に公共空間のランドス
ケープに関して受賞を重ねてまいりまして、都市公園コンクールであるとかランドスケ
ープ協会の賞だとかというのをいただいてきているとかというところです。そして、ま
たこれらを題材とした学術論文を学会等で発表させていただいております。そういった
ところになります。 
 続いて、主任担当者の・・になります。こちらの業務経歴につきましては、私と重複
するところは少し割愛させていただきまして、彼も・・・・・・・・・・・になるので
すけれども、都市計画を学んで参りました。地域に精通するとともに東日本大震災を６
年間にわたって、岩手県、宮城県の被災地において震災復興に携わってきて、去年の夏
にこちらに戻ってきたというところになります。その中では、やはり被災者の方々に寄
り添う形での震災復興というのを実体験として携わってきたということで、やはり人の
話を真摯に受けとめながら仕事をする姿勢というのを学んで帰ってきたかなというふう
に思っています。 
 それから、その経歴ですけれども、１つは・・・におきまして、市の復興事業進捗、
地域のまちづくりに資する情報発信拠点としての地域振興施設の建築、運営、設計をや
って関係者協議会、大学等と共同しながら進めてきたというところになります。 
 それから、もう一つの業務につきましては、里地里山。今回組合さんの検討の中でも
一つのテーマになっているかと思いますけれども、こちらについて、農地山林や集落の
環境、景観、歴史の地域資源を活用した取り組みというのを弊社は１０年位前からやっ
ておりまして、その中に参加いたしまして、地元の自治会から成る協議会と協議しなが
ら里山活動を続けていると。それは、やはり地元の方々、行政、大学と協定を結びまし
て一体となって進めてきていると。これらの活動は、今後も続けていく予定というとこ
ろになります。 
 続きまして、もう一人の主任担当者の・・の経歴となります。彼はごみ処理施設の専
門家でございまして、今回この３人でチームを主に組んで業務を進めていきたいという
ふうに考えてございます。 
 １つ目の実績といたしましては、事務組合からごみ処理施設整備事業に係る基本設計
等の調査業務ですけれども、これは・・・・・・のほうになりますけれども、ごみ処理
施設整備に係る基本計画、ＰＦＩの導入、検討、それから施設基本設計、生活環境調査、
全体に携わっておりますので、今回は並行して進む施設の整備検討、連携についても問
題なく進められるというふうに認識してございます。 
 同様に、別の地でも一般処理施設の基本計画等に携わっておりまして、長らくこのよ
うな業務に携わってきた結果、土木学会のほうから技術賞をいただいているという次第
でございます。 
 続きまして、様式３のほうの説明に入らさせていただきたいと思います。こちらは、
業務の実施方針になります。まず、１枚目ですが、業務の基本認識といたしまして、我々
の目的の理解といたしましては、業務の背景といたしまして、印西地区環境整備事業組
合では昭和６１年に稼働したこの施設の老朽化に伴って、平成２６年に４カ所の応募地
に現在地内の建替え用地を加えた５カ所の候補地を多面的かつ総合的に評価して、印西
地区南部に位置する吉田地区を候補地として進めてきたと。平成２８年３月には整備基
本計画及び地域振興基本構想案を策定していくということでございます。 
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 そして、地域振興策の調査審議に当たっては、地域に求められる将来像、それから地
域の魅力や優位点、周辺の既存施設及び地域の課題の４点を整理して、地域振興策の全
体構想としては地域まるごとフィールドミュージアム構想と掲げて、暮らしやすく持続
できる快適なまち、訪れやすい魅力あるまち、次世代に残したい里地里山の具現化を図
るべく地域振興のアイデアを大小合わせて１００策抽出して、概略の事業スキームの検
討、それから展開種別ごとに多面的な検討を行ってきたというところを理解してござい
ます。 
 また、業務の目的といたしましては、平成２９年３月末までに吉田区と組合が締結す
る予定の整備協定のもと地域振興基本構想で掲げた地域に求められる将来像が達成さ
れ、合わせて地域の課題が解決される地域振興策の基本的事項を整理するということで
認識してございます。これらを踏まえた中で、業務の実施方針として３つ考えてまいり
ました。 
 まず１つ目、アといたしまして、基本構想で掲げた地域に求められる将来像が達成さ
れて、合わせて地域の課題が解決される基本計画をつくります。 
 それから、体制といたしましては、地域振興及び造園、ランドスケープ、中間処理施
設の専門家による専門的かつ効率的で的確な計画策定を行います。 
 それから、３つ目、ウですけれども、スケジュール感を持った円滑な業務管理を遂行
しますということで、３月末までに整備協定が結ばれるということなので、そこに間に
合うような形で業務を完了させるということが必要であるというふうに認識してござい
ます。 
 それから、続きまして、基本計画素案の作成といたしまして、３ページのほうに業務
フローをつけてございますけれども、それと合わせてご確認いただければということで
す。まず、資料の収集は、当然速やかに行うと共に現地踏査を重視いたしまして、現場
に入って地域振興が必要な施設、必要な位置だとか、規模だとかというのをしっかり把
握したいというふうに考えてございます。 
 また、民間事業者を発掘するためにアンケート調査、それから最近少しよくやられる
形になってきていますけれども、サウンディング型の市場調査を含むヒアリングを実施
したいというふうに考えております。サウンディング型の市場調査というのは案件の内
容と公募条件とを設定する前段階で、公募によって民間事業者の意向をあらかじめとる
というようなやり方で、出戻りがないやり方ということで最近脚光を浴びてございます。 
 それから、基本計画の作成につきましては、２９年１０月末まで、めどに策定すると。
それから、計画策定では、地域振興のコンセプトで求められる機能、環境計画、排熱利
用、方針等々を決めていくというふうに考えてございます。 
 また、施設の検討においては大規模災害時における防災拠点、それから復興拠点とし
ての機能を活かした施設計画を考えていきたいというふうに考えておりまして、弊社は
東日本大震災の復興支援で各市の支援をして参りましたし、昨年起きた九州の益城町の
復興支援も引き続き行っているということを踏まえまして、実務で得た最新の知見とい
うものを本業務に活かしていきたいというふうに考えてございます。 
 また、各種意思決定の際には将来像の実現の理念とか目的の整合性、設置運営管理者
の担保性と事業規模、そして地域間の住民の皆様の賛同、合意形成のプロセスを重視す
ると共に、アウトプット、施設の整備で満足するのではなくて、アウトカウントして施
設を整備した結果、どのように良くなったかというところをやはり重視して進めていき
たいというふうに考えてございます。それらを踏まえまして、１１月から開催予定の有
識者懇話会であるとか、検討委員会等を含めて内容のブラッシュアップをしていくこと
を進めまして、パブリックコメントを募集し、基本計画としてまとめていきたいという
ふうに考えています。 
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 また、成果品の作成につきましては、仕様書で定める仕様や期限を遵守するというこ
とと、地元の皆様の意向を計画に反映しつつ、的確な工程管理と効率的な業務の遂行に
よって工期の前の納品というのを実現しようというふうに考えてございます。 
 続きまして、様式４の説明に入りたいと思います。将来像の実現をするためにという
ことで、基本構想では地域まるごとフィールドミュージアム構想が示されておりまして、
暮らしやすく持続出来る快適なまち、訪れたい魅力あるまち、見せたい、残したい里地
里山の具現化を図るとされておりまして、ただ、その想定される場所は集落内及びその
周辺、建設候補地のある台地、それから周辺の里地里山ということでさまざまとなって
おります。そのため各種選択決定の際には次の点に留意しながらきちんと進めたいとい
うふうに考えております。 
 まずは、将来像の実現と理念の目的との整合性を振り返りながら進めます。それから、
２番目、設置運営管理者の担保性と適正な事業規模、それから地域の住民の皆様の賛同、
それから合意形成のプロセス、それからアウトプットでなくアウトカウントの視点から
の各種整備ということで、この４点を留意しながら、展開種別ごとの検討を進めて参り
たいというふうに考えてございます。 
 まず、Ａの地域の持続と再生に必要なインフラ整備等に展開する地域振興策といたし
ましては、集落内及びその周辺を対象に検討していくことになりますけれども、コミュ
ニティの発展に寄与する施設を行うこととして、整備協定後速やかに着手することを基
本として検討を進めると、そういうことでございます。留意点といたしましては、現行
の組合規約では排熱を利用しない事業は展開出来ないということが書かれておりますの
で、規約を変えるかどうかは別途検討するといたしまして、現在の規約のまま行こうと
すると、将来のインフラ管理者、恐らく市さんになると思いますけれども、設置管理が
可能な整備内容や仕様を設定するということに留意しながら仕事を進める必要があると
いうふうに考えております。 
 それから、もう一つといたしまして、インフラ技術の進歩に留意する必要がありまし
て、例えば私共の会社で神奈川県藤沢市のほうに２０ヘクタールのまちづくりを使って
近年やったのですけれども、やはり技術の進歩はすばらしくて、ＬＥＤ照明を導入する
だけではなくて、人が来たらセンサーの明るさが変わる位のことが今普通に技術的に出
来るようになってきていますので、それらの最新の知見を生かした形でこの地域にとっ
て一番良いやり方というのが何かというのを考えていきたいというふうに考えておりま
す。 
 それから、インフラ整備につきましては、収益性のあるインフラとしてマリーナ整備
等も提案がございますけれども、民設民営の手法の可能性についても考えていきたいと
いうふうに考えてございます。 
 それから、コミュニティの発展につきましては、制度化や助成までの実施のタイムラ
グがあると思いますので、それらを考えながら業務を進めていきたいというふうに考え
てございます。 
 それから、Ｂの地域内外の人々が集う多機能な複合施設といたしまして挙げてござい
ます。こちらにつきましては、事業スキームを決定する際の留意点といたしましては、
これはやはり排熱を利用する施設、排熱を利用しない施設というものが出てきますので、
それらを区分した上で、整備主体、運営主体、望ましい組み合わせというのを考えてい
く必要があるというふうに考えてございます。 
 また、収益性を確保するためには平日をいかに人を集めて収益を上げるかというのが
重要となってくるということが考えられますので、日常使いを考えた中での検討という
のが必要となります。 
 また、排熱を利用する施設につきましては、供給可能な熱量の範囲内というのが前提
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となってきますので、施設の規模に応じた中での検討をする必要があるというふうに考
えてございます。 
 また、収益性の観点から周辺の競合施設の有無であるとか、規模や内容というのも十
分注意しながら進めていきたいというふうに考えてございます。 
 それから、排熱等を利用しない可能性が高い施設につきましては、やはり民間事業者
が運営者となる可能性が高いため、その施設の需要ですね。集客、収益力と合致する導
入機能というのが選定する上で、企業を誘致する上で重要というふうに考えてございま
す。近年の余暇事業はやはり少し変わってきておりまして、近くにあります船橋のアン
デルセン公園に入る車の渋滞が１時間半並ぶようなことが起きているとか、埼玉県の熊
谷のほうで今までの健康ランドとは少し違った形態で、写真がつけてございますけれど
も、お風呂カフェというような、少し若い女性にも来ていただけるような入浴施設とい
うのがやはり時間滞在型の施設が出来てきておりまして、近くて、安くて、ありそうで
ない施設というのがやはり求められるのかなというふうな気がいたします。そういう意
味で考えますと、やはり収益性を求め過ぎると需要とずれていってしまうということも
ありますので、その辺の見きわめというのが大事かなというふうに考えております。 
 また、地域振興施設の展開メニューの中には、需要があるのだけれども、収益がさほ
ど見込めない施設というのもあります。例えばクラインガルテンは、非常に魅力があっ
て需要はあるのですけれども、やはり一般の方々に貸す施設なので、例えば年間40万円
で貸したとしても、10区画貸しても400万円にしかならないのです。そうすると、やはり
人１人雇う分ぐらいの収益しか得られないというところで、これはやはりどちらかとい
うと、収益性というよりも、収益性の施設に付随する施設という位置づけの中で魅力の
一つとして捉える必要があるというふうに考えてございます。ほかの施設と組み合わせ
ることで効果を発揮する施設というものがあるということがございます。 
 それから、対応策といたしましては、民間事業者の意向を計画策定の時点で把握する
手法といたしまして、先ほど少し触れましたけれども、サウンディング型の調査をして
民間の求めているものと地域でやりたいものとのずれというのを早い段階からすり合わ
せていくというようなやり方が考えられるかなというふうに考えてございます。 
 また、民間の事情ということで考えると、民間の企業のほうもかなり今多様化してお
りまして、例えば弊社ですと、コンサル業以外にも野菜工場を展開したりだとかという
多角化が見られますので、少し業態を絞り切らずにやっていくというのも考えられるか
なというふうに思います。 
 また、アンケートの手法についても、やり方が変わってきておりまして、今、ウェブ
アンケートというやり方があって、従来ですと、例えば印西市内にアンケートをすると
いうやり方ですと、首都圏からの需要はわかりにくいというのがあるのですけれども、
ウェブアンケートをすることによって、これは例えば楽天さんの挙げているのですけれ
ども、登録者が首都圏に大体７５万人位いまして、その人に対してウェブアンケートを
することで、広い地域から限られた需要に対してのアンケートを調査をすることが出来
る。また、ウェブアンケートなので、集計、解析までの時間が極端に短くて済みますの
で、短期間での意向集約というのが可能になってございます。 
 それから、先ほど平日の利用が大事だということがありますけれども、やはり地域振
興施設の成功事例を見ますと、大体平日は、成功事例の視察対象先になる事例ですね。
役所をはじめ官公庁の方々が平日たくさん見に来られて、時間とお金を落としていただ
けるというような施設がなかなか平日の需要としては一定規模見込めますので、それら
を得られるような魅力ある施設というのがお客さんを得る以外にも重要かというふうに
考えてございます。 
 また、同じく、もう一つ平日事業を考えますと、インバウンドということで、訪日外
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国客のものがあります。これは、即効性のある事業でして、成田空港の直近にあるこの
地の利を生かした形で、やはり展開していければというふうに考えております。やはり
訪日日及び最終日の時間調整がやっぱり数時間どうしても海外旅行なので発生してしま
いますので、その中で例えば成田山新勝寺にちょっと寄ってみようかだとか、栄町さん
にあるコスプレの館にちょっと寄ってみようかしらみたいなことが需要として起きてい
ますので、これらのちょっと時間利用をこの施設の中で使っていければなというふうに
考えています。 
 それから、５ページ目に行きまして、中間処理施設からの排熱利用事業につきまして
は、施設の稼働が平成４０年以降に供用開始となるということを念頭に置いて、排熱を
利用した事業を誘致、運営するということを考えていきたいというふうに考えてござい
ます。一般的な排熱利用につきましては、こちらの表にあるような形でさまざまなもの
が考えられるということがありますけれども、地域の住民の皆様のニーズを重視するだ
けではなくて、やはり熱供給量というのは季節変動するものでございますので、収益性
の観点からも出来るだけ競合施設などを踏まえて、内容、規模を設定するということ。
あと時間的な面で言うと、ごみの減量化というのは今後進んでいくだろうという予測の
もとに焼却処理量を燃焼することを前提の上で考えていく必要があるというふうに考え
てございます。 
 それでは、６ページ目に行きます。里地里山の保全と活用といたしましては、排熱事
業以外ということになりますので、印西市さんを含めた中での展開が必要かというふう
に考えてございます。ただ、一方で、地権者の方々がおられますので、地元の方の皆様
等の一体の中で運営をしていくということで考えると、やっぱりそれをサポートする役
割を担う第三者というのが大事かなというふうに考えておりまして、これは発掘する時
間をかけてでもやっていく必要があるのかなというふうに考えております。対応策とい
たしましては、やはり専門家の指導のもとで適切な保全管理というのが生態系の保全の
意味でも必要なので、大学、市、地元の方々、それから民間事業者、団体を巻き込んだ
形での展開ということを考えていく必要があるということでありまして、こちらについ
て先ほど実績のほうで紹介したとおり、弊社のそういう取り組み、１０年間位携わって
いますので、長期間にわたって地域に貢献出来るのではないかというふうに考えてござ
います。 
 続きまして、最後に様式５の説明です。実際に展開する地域振興策の選択する場所、
それから事業規模の程度というのをやはり明確にしていく必要があるというふうに考え
ておりますし、予算の上限があるということなので、今まで整理されてきている中、ア
イデアリストの優先順位とか実現の難易度だとか、実現に向けた課題を整理した中で業
務を進めていきたいというふうに考えておるのと、やはり地域振興施設はつくっただけ
ではだめなので、地域に持続的な効果を得る仕組みを含めて考えるということと、運営
管理で一番重要となるやはり運営リスクと、得られるリターンをそれを明確にした上で
検討を進めていくという必要があろうかというふうに考えてございます。 
 この後につきましては、今まで示されている１００のアイデアにつきまして地域振興
策、明確化すべき事項、明確化する方法というのを表にしてきているというような形に
なりまして、これらをベースに各協議、調整、検討を進めていって、検討の進行具合を
図る上でも備忘録的な使い方が出来るかなというところで、この表を整理していくとい
うふうに考えてございます。 
 以上が企画提案書の説明になりますけれども、本日の説明はちょっと３０分にわたる
ものでちょっと長くなりましたので、振り返りますと、様式２のほうでは業務実施体制
の中では地域振興施設と排熱利用についての業務実績、それと実績に基づく人員配置の
説明をいたしました。様式の３につきましては、弊社の心構えといたしまして３つの方
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針を説明させていただいております。それから、様式４、各種選択決定の際の留意点で
は４つの展開種別ごとの各種選択の決定の留意点を整理した上で対応策をお示ししてお
ります。 
 なお、それぞれの展開種別で挙げている対応方法は異なりますけれども、これまでの
経験を活かして、地元の皆様の声を出来るだけ反映することを前提に組合様の指示も含
め、円滑に検討、整理、調整を進めていきたいと思います。 
 それから、最後の様式の５につきましては、実際の業務の中でどんなことを詰めてい
くかというところになりますけれども、実際に展開する地域振興策を選択する、それか
ら地域振興策を展開する場所を選択する、それから地域振興策の事業規模の程度を明確
化すると。この３つを明確化する必要がありますので、その段階の整理いたしまして、
展開種別ごとに明確化すべき事項、明確化する方法を整理してきたというところになり
まして、以上で弊社の説明を終了いたしますけれども、説明不足のところが多々あろう
かと思いますので、質疑の中で補足を適宜していきたいと思います 
 本日は、提案をお聞きいただきましてどうもありがとうございました。 
大野喜弘（事務局） 
 持ち時間をまだ３分残している状況でございますが、もしまだご説明足らないところ
があれば、お願いいたします。 
・・・（統括担当者）  
わかりました。そういたしますと、３分ありますので、少し様式５のほうを飛ばして

説明し過ぎましたので、改めまして少し軽く説明させていただきたいと思います。 
 様式５につきましての展開種別ごとに考え方が異なってくるというところになります
けれども、まずＡの地域の持続と再生に必要なインフラの整備等につきましては、先ほ
ども述べましたように、施設の設置管理者との協力が大事になるかと思いますので、整
備内容、振興策、展開場所、事業規模を明確化して市さんと協議に臨む。それから、あ
るいは規約変更を視野に入れて組合さんと協議に臨むということになろうかと思いま
す。 
 それから、Ｂ、地域内外の人々が集う多機能な複合施設につきましては、やはり排熱
利用をする施設としない施設というのを区分した上で、やはり負担区分を明確化してお
のおのの整備主体、想定される民間事業者さんいますけれども、協議に臨むと。 
 それから、こちらにつきましては、やはり地域の活性化と集客の核となる施設でござ
いますので、また事業規模も大きくなります。やはり導入機能と概算の工事費を明確化
いたしまして、予算配分のめどをつけるということで、こちらの施設をまず決めた上で
ほかの施設への配分というのが必要になってくるというふうに考えてございます。 
 また、民間事業者を公募する施設になってきますので、やはり地元の皆様の意向と民
間事業者のマッチングを図ることが大事だというふうに考えてございます。 
 それからＣ。排熱事業等については、やはり排熱事業の経営ということになりますの
で、そのメリット、デメリットを明確化して実現の可能性を探るということが重要だと
考えてございます。また、排熱の外部供給、例えばゴルフ場さんなんかに出すというこ
とも考えられますけれども、利用可能な排熱量及びその変動を考慮した上でその外部供
給先を含む協議、各外部供給の中身というのを決めていくということになろうかと思い
ます。 
 また、中間処理施設の機能と連携が大事になりますので、そこの整備工事の発注仕様
書をイメージするようなことについては、きちんと説明していく必要があるかと思いま
す。 
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（終了ベル） 
 
 

②質疑応答 
 
 
大野喜弘（事務局） 
それでは、持ち時間３０分経過いたしましたので、プレゼンのほうを終了とします。 
それでは、次に、質疑応答に入らせていただきます。限られた時間を有効に使いたい

ことから、質疑及び回答につきましては簡潔にお願いをいたします。それでは、質疑の
ある選定委員は挙手をお願いいたします。 
今井聡（選定副委員長） 
まず、冒頭、業務実施体制の中で本日おいでいただいている３名の方が中心でという

話があったと思いますが、皆様方の、申しわけございません、兼任ということで他の業
務も兼任されるという予定でいらっしゃいますね。 
・・・（統括担当者）  
 そうですね、はい。 
今井聡（選定副委員長） 
今回の業務については、地元の住民の方にかなり接触していただかなければならない

と考えています。回数等も結構増えてくるのかなと想定するのですけれども、兼任とい
う中でお時間がなかなかとれないのかなというふうな雰囲気を認識したのですが、その
点については何か対応策とかございますか。 
・・・（統括担当者）  
業務の兼任につきましては、専任出来ればそれにこしたことはないのですけれども、

やむを得ず兼任という形になります。兼任の中でどうしていくかということにつきまし
ては、やはり工程管理が重要かと思っておりまして、いついつまでに何々をしなければ
いけないというのをあらかじめ関係者の中で共有した上で、ここまでに何をつくって、
ここで何を説明して、ここで何々を決めましょうということを共通理解した上で、必要
な回数につきましては、当然足しげく通って業務に取り組むということで、先に予定を
決めてほかの業務を調整するというやり方をとっていきたいというふうに考えてござい
ます。 
高橋康夫（選定委員） 
テーマの３の中で非常に明確化すべき事項、細かく分類をしてその内容まで記載され

ておりますけれども、その全てをやられた中で、なおかつそれぞれの収益性のことをか
なり重要視といいますか、その辺の採算性であるとか、それらの内容の全て項目ごとに
やっていくという解釈でよろしいのですか。 
・・・（統括担当者）  
収益性につきましては、大きな規模の施設で大きな収入が得られるものと、小さいも

ので収益性もプラスマイナスの変動が少ないもの両方ございますので、まず全体の収支
としてプラスになるかマイナスになるかというのも重要だと思いますので、大枠を捉え
た上で個別のものにつきましては、要素としてすごく効いてきてしまうものを中心にや
っていかないと時間は限られてございますので、物すごく細かいことに固執したがため
に全体像を見失うことがないように仕事を進めたいというふうに。 
高橋康夫（選定委員）  
民間の事業者へのアンケート調査、サウンディング調査については、多分目的がきち

っとしていないと調査の意味がなくなってしまうのではないかと思うのですが、これの
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実施する時期というのはいつごろになるのですか。 
・・・（統括担当者）  
今おっしゃられたように、やはり民間事業者さんにヒアリングなり、サウンディング

するときには、こちらでこういうものをやりたいのだというのをやっぱり明確に示した
上で、いや、それは良いねという話なのか、それはちょっとという話をお伺いすること
になりますので、まず地域の話を１回聞いた上で、需要先としてのアンケートをして、
大体こんなことをしたいというのも見据えた上でのサウンディングになってくるので、
素案をでき上がる直前か直後か位で１度やれたらなというふうに考えてございます。 
高橋康夫（選定委員） 
先ほど５の中で、明確化すべき事項が細かくありますけれども、それらを整理して、

なおかつその事業の複合化というのか、組み合わせなんかを考えて、その後にサウンデ
ィング調査をするというイメージでよろしいのでしょうか。 
・・・（統括担当者） 
どこまで詰めてというのはあるのですけれども、例えば中核となる施設に限定してや

るのであれば早目に出来ますし、全体を包括して民間に委ねるということを考えるとす
ると、少しかなり詰めないと組み合わせが見えてきませんので、それによって少し時期
がずれてくるかなというのがございます。 
今井聡（選定副委員長） 
ちょっと細かいところで申しわけございません、プロポーザルテーマの２、６ページ

ですか。対応策の中の一番後段のほうで、弊社が長期間にわたり、活動に協力していく
ことを提案しますという記述がございますが、具体的に今まで何か実施例等はございま
すか。 
・・・（統括担当者）  
業務の事例で挙げておりました・・の事例につきましては、１０年位地元にずっと通

い続けながら里地里山の管理を続けてきておりまして、今後、最終的な目的は今、県立
にしていただくということをゴールにそれまで地元の方々、市さん、それから民間の事
業者さんと一体になって環境整備維持向上をしていくという活動を続けております。そ
の中でやはりキーになってくるのが学生さんの動きでして、やはりすごく元気なので地
元の皆さんともすごく仲良くなれますし、活力も得られるということで、我々だけでは
なくて、少しどこかの学校と組んだ形で、より人手をかけた形の中での里地里山、やは
り人手がかかるものですので、そういう活動がしていければなというふうに考えてござ
います。 
土佐光雄（選定委員長） 
テーマ１の２ページ目、その３行目に、弊社は東日本大震災の復興支援、九州への復

興支援を積極的に展開しておるという記載がございます。・・さんの業務経歴の中で・ 
・・について触れられておりました。その中で東日本大震災についてのまちづくりの取
り組みなどもご説明されております。そのほかに九州についてもご支援を行っていると
いうことなので、もう一度詳しく東日本並びに九州での復興支援について説明していた
だければと思います。 
・・・（統括担当者）  
会社としての全体像でよろしいでしょうか。 

土佐光雄（選定委員長） 
はい。 

・・・（統括担当者） 
東日本大震災に関しては、ほぼ発災直後から手弁当で地元に入りまして、それから制

度なり、お金なりが追っかけてきたというところで、そもそもあの規模の震災に対する
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制度もお金の仕組みもなかったので、それを地元の皆様の声を聞きながら市役所の方々
と協力し、国に働きかけたりしながら震災復興事業をしてきました。その中ではやはり
都市計画としての網をかけるだとか、仮設住宅の適地を選定するだとか、そこの場所を
造成、設計する、仮設住宅を建てる、復興住宅の選定をする、そして移転先の候補地を
決めて、住宅地として再整理をして移転していただくというところまでが、あと産業の
振興をする、それから記憶を未来に継承するという一連の取り組みを進めてきておりま
して、やはり、震災復興なので時間をかけてはいられないというものもある中で、やは
りどうしてもあれだけの規模だったので、今、五、六年超える時期になってきています
けれども、ようやく東日本については我々の業務としては落ちつきをはじめたというと
ころでございまして、地元の皆様の生活再建は、でもこれからというところであるので、
今度は生活再建の支援を今後続けていくような形に、仕組みとしては変わっていこうか
というふうに考えています。 
 一方で、益城のほうにつきましても、東日本、それから阪神大震災も、うちの会社は
大阪のほうに支店がございますので、それらも経験しているので、津波だけではなくて、
活断層型の地震に対しての対応という視点もございましたので、こちらについても即地
元に入りまして、既に１年ちょっとになりますけれども、同様の活動を始めていると。
こちらについても、ようやく去年１年間で都市計画の姿を決めるのと、復興の対象とな
る区域、これはなかなか心苦しいものではあるのですけれども、どうしてもラインとし
てここまでというのを決めなければならないので、それを決めるのにやっぱり１年かか
ったと。それから、今後の住宅の再建を図っていく上で、どんなまちづくりをしていこ
うかという枠組みを今年度から１２地区に分けて行う予定で、４月からその取組が始ま
っているということで、この１年でまちづくり、おのおののまちづくりの考え方を整理
した上で実際の復興に取りかかっていくというようなステップになっていくというふう
に考えておりまして、生活再建はそのさらにその先ということで、まだなかなか時間が
かかるものですけれども、やはり１つずつ解決していかなければならないので、地に足
をつけながら毎日業務をやっているというところでございます。 
竹田忠夫（選定委員） 
今回、地域まるごとフィールドミュージアムということで、この吉田地区がフィール

ドとして、ミュージアム機能というようなことで、それが将来像だということになって
おりますが、ここで暮らしやすく持続出来る快適なまちとか、訪れたい魅力あるまちと
か次世代に残していくのだと、継承して行くという中で、先ほど様式４の中でも触れら
れていましたお風呂なのですかね、若い人が結構入ってくるんだというようなことは吉
田地区においても大事なことだと考えています。その中で若い人が地域外から来てくれ
るとしたら、この一日を過ごすとしたら、どんなような過ごし方を描いているか、イメ
ージ出来ているかというのをちょっと発表していただけるとありがたいのですが。 
・・・（統括担当者）  
首都圏の日帰り需要というところで捉えた場合、やはり朝余り一生懸命早起きしない、

昼前に出て現地についてお昼を食べて、夕ご飯を食べる人、食べない人がいると思いま
す。その中での滞在時間なので大体３時間位の方から６時間位の方ということを考える
と、施設の利用としては１つ１時間としても３つから４つ位、入浴施設に入ると２時間
位かかるのでまた少し減ってくるというところになろうかと思います。地域の中でいう
ことになりますと、やはり八千代のほうからつながっているサイクリングロードもござ
いますし、地域の里山の中に入っていったり、そこで農的作業をしたりというように、
少し時間をゆったり過ごすというようなことが考えられるかと思います。あと、隣接地
にゴルフ場がございますので、ゴルフをした帰りに寄っていただけるようなことという
のも、あるのかないのかというところがございます。若い人の利用に関しては、やはり
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千葉県、今若い人が非常に千葉ニュータウン沿線、首都圏の中でも一番割合が高いのを
聞いていて、やはり平日の夕方以降ちょっととか、週末にお風呂カフェに来て漫画を読
んでいたら一晩過ぎてしまったみたいな、そういう利用というのも出てくるかと思いま
す。 
高橋英夫（選定委員）  
それでは、プロポーザルテーマの２です。各種選択決定の際にというご提案の中で、

展開種別ごとの各種選択決定の際の留意点の中で、インフラ整備あるいは地域コミュニ
ティ、里地里山の保全、活用などのさまざまな事項で印西市との協議あるいは協力要請
が必要であると。また、場合によっては組合規約のこちらの検討も必要であるというよ
うなことが記載されております。このような中で御社様がこれまで手がけられた経験上
ですね、今回の地域振興事業の事業主体が一部事務組合ということの中で、これを地元
市あるいは組合を構成する関係自治体、こちらとのいろいろな交渉、協議を進めていく
わけですけれども、これまでの経験でこちらの進め方等について、どのように進めてい
ったら着実に進められるとか、何かお考えお持ちであれば、お話を聞かせていただけれ
ばなと思います。 
・・・（統括担当者）  
私共の会社、地域振興施設の整備もいろいろやっているのですけれども、もともとま

ちづくりの会社でして、まちをつくるということを長らく続けてきておりまして、例え
ば千葉ニュータウンの造成設計であるとかというような大きなまちづくりを含めてやっ
てきた経験がございます。その中でやはりインフラ関係になりますと、将来財産として
お持ちになって行政の方々に管理を移管するような形で、施設の整備は組合でやるにし
ても、将来管理者が受け取りやすいもの、受け取りにくいものがやはりどうしてもござ
います。その中で、いかに地元の意向を反映しながら、市としても、まあこれだったら
管理出来るねという落としどころは大体必ずありますので、その接点を見つけていくと
いうことで、そこについてはやはりまず自治体の方々との信頼関係を得た上で、当然地
元の方々には信頼していただいて我々は市と交渉してくるわけですけれども、やっぱり
誠実に対応して嘘をつかないというのが一番今までの経験上良くて、できた後、これは
やっぱりおかしかったではないかとか、すぐ壊れてしまったのではないかということで、
後でやっぱり信頼関係を損ねてしまうので、すぐ壊れるものは壊れるかもしれないので
すけれども、どうですかというようなお願いの仕方をきちんとやっぱりしていかないと
だめですし、これは何年しかもちませんといったこれにやっぱり維持管理、コストかか
りますということを説明した上で、それでも、うん、必要だねと言ってもらえるような
形での協議というのが、やはり交渉としては必要だと考えておりますけれども。 
竹田忠夫（選定委員） 
様式４、テーマ２で、留意事項の中でアウトプットではなくてアウトカム、整備した

後の結果の視点ということがあるのですけれども、整備した後の効果についてはどのよ
うな指標を持って評価していくかについてお伺いしたいと思います。 
・・・（統括担当者）  
アウトプットの指標というのは、今、行政計画の中でも今までアウトカムだったもの

をアウトプットにしようという流れが出てきています。アウトプットですと、どういう
ふうに取り組んだかというところが視点になって、頑張りましたということの評価はさ
れますが、やっぱりアウトプットになりますと、この施設が出来た結果、どういうこと
がハッピーになったかということが大事だと思いますので、それの指標のとり方という
のを、設定の仕方というのも非常に大事になってきます。というのは、地域振興施設で
ありますので、地域の皆様の満足度がこれ位上がりましたとか、これ位のお客様が持続
して来られていましたとか、来られた方々がこんなに満足してくれましたとかというと
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ころが一つの指標となってきていまして、やはりそうなるためにはより愛される施設、
使われる施設、地域に貢献出来ている施設というものをつくらない限りではアウトカム
としては、良いものが数値化したとしても出てこない。ということなので、より良いも
のをつくって、それを使ってどうしていくかということを皆さんで共有した中で検討を
進めていくというのがやっぱり大事で、どうしてもつくることが目的にどうしてもなり
がちなので、出来たものをどう使っていくかということを常に戻りながら、考えながら
検討していくというのが大事かなというふうに考えてございます。 
高橋英夫（選定委員）  
本日の資料の中、何カ所かに地域振興策の整備予算の上限額ということについて触れ

られておりまして、この中では優先順位、アイデアリストの優先順位、実現に向けた課
題を整理しましたという記述がございますが、これはこれでそのとおりだと思うのです
けれども、この整備予算の上限額、これについて御社としてはこの予算をどのように捉
えておられるかというところをちょっとお尋ねさせていただきます。 
・・・（統括担当者）  
まず、基本構想の際に１度事業化の多分検討をなされて、この１００の施設が成り立

つことを前提にこの予算の上限額が示されているのだという理解でおります。ただ、中
身を精査したわけではないので、この額で収まっているかどうかという検証はまず必要
であると共に、この上限を超えて良いかどうかというところについては、組合と協議し
た上で必要であればお願いをするし、やはり上限の中でということであれば、優先順位
をやっぱり決めた中で落とすものは落としていくということをしなければいけないとい
うふうに考えてございます。なので、妥当かどうかところまではプロポーザルの段階で
は検証出来ておりません。 
竹田忠夫（選定委員） 
防災の関係が少し書かれていたと思うのですが、この地区について防災の拠点となる

べく条件だとすれば、何だとお考えですか。 
・・・（統括担当者）  
では、私が簡単に触れた上で、施設の専門家の・・のほうから補足するということで、

やはり今回焼却施設ということで熱とエネルギーを生める施設であるということがやは
り非常時において、それが非常にメリットになるというのを考えておりまして、ガス、
電気、水道が止まる可能性があると。もちろん、もともと供給されていたものが止まっ
て復旧するまでには１週間から１０日とか施設によって異なるのですけれども、その間
に必要な電源、熱を兼ね備えているという貴重な施設だと考えておりまして、それをも
とにした拠点ということなので市役所の一部機能がそのときこちらに来て稼働するだと
かというようなことがまず考えられるのと、地域の皆様に必要な分を供給するというの
も当然考えられるというふうに思っております。 
・・・・（主任担当者） 
ごみ処理施設を地域の防災拠点として活用する事例として、つい先日稼働を開始した

武蔵野市の新クリーンセンター、あちらの場合には立地条件として市役所の目の前とい
うことと、体育館に隣接しているということで、災害時にその市役所と体育館に電気と
熱を供給するという考え方になっております。したがって、今回の施設にその考え方を
そのまま利用しようというのはやはり無理があると思いますので、今話したとおり、災
害時に例えば災害対策本部を設置出来る程度の会議室を用意しておくとか、もしくは一
時避難場所として地域の住民の方が避難出来るように、緊急時にはそういう利用勝手が
出来るような施設整備をするとか。当然温浴施設、これを併設した場合にはそういった
避難してきた方々のお風呂として利用出来るわけですので、そういった形で何らかの形
でその災害時にも地域貢献出来るような施設というのは検討可能ではないかというふう
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には思っております。 
大野喜弘（事務局） 
質疑ないようですが、残り時間が２分弱ございます。これまでの質問に対する回答に

補足がございますようでしたら、お願いをいたします。 
・・・（統括担当者）  
被災地での経験ということを踏まえると、今まで災害用何々と言っていた施設なり設

備というもので、やっぱり実際に使えたもの、使えなかったものというのがあります。
例えばですけれども、マンホールトイレというのが、下水道区域の中で時々あるのです
けれども、石巻なんかの場合には下水道自体が液状化で浮き出してしまって、実際流せ
なかったということがあったので、今石巻のほうで災害用トイレをつくるときは、トイ
レの躯体を深く掘りまして、そこに汚水槽をあらかじめつくっておいて、それを数日間
ためられるようにしておいて、それをバキュームで吸い取るというようなことが、やは
り被災を経験してやっぱりこうしたほうが良いというのが起こってきます。なので、今
回の検討の中でも活動断層、益城の経験なども逐次入ってきますので・・・ 

 
 

（終了ベル） 
 
 

大野喜弘（事務局） 
恐れ入ります。時間となりましたので、これをもちまして質疑応答を終了いたします。 

 それでは、ここで議事の進行を委員長にお返しいたします。 
小手正治（選定委員長） 
それでは、以上で株式会社オオバ千葉支店さんのヒアリングを終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。次のヒアリングまで休憩とします。再開は１５時とします。 
 
 

（再開） 
 
 

（３）株式会社流通研究所 
 
 

小手正治（選定委員長） 
 再開します。次第２の（３）、株式会社流通研究所さんのプロポーザル２次評価を進
めますが、最初に選定委員を紹介します。 

 
 

（選定委員の紹介） 
 
 
小手正治（選定委員長） 
 次に、株式会社流通研究所の皆さんの自己紹介をお願いします。 
 
 

（株式会社流通研究所の出席者が自己紹介） 
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小手正治（選定委員長） 
ありがとうございました。次にプロポーザル２次評価の進め方について、事務局の説

明を求めます。 
大野喜弘（事務局） 
ご説明いたします。先ず、プレゼンでございますが、対象資料は、お手元のプロポー

ザル資料№２から№５となります。なお、プレゼンをしていただく範囲は、その一部・
全部を問わず任意となります。持ち時間は、３０分以内です。終了３分前に１回目のベ
ルを鳴らし、終了時間を迎えましたら２回目のベルを鳴らします。２回目のベルが鳴り
ましたら、説明途中であってもプレゼンは終了となります。次に質疑応答でございます
が、持ち時間は、選定委員の質問時間を含めまして３０分以内です。プレゼンと同様に、
終了３分前に１回目のベルを鳴らし、終了時間を迎えましたら２回目のベルを鳴らしま
す。２回目のベルが鳴りましたら、質疑途中や回答途中であっても質疑応答は終了とな
ります。プロポーザル２次評価の進め方についてのご説明は、以上でございます。 

小手正治（選定委員長） 
事務局の説明が終わりました。ここで事務局にお願いしますが、株式会社流通研究所

さんのプレゼンが始まってから質疑応答が終わるまでの間は、評価作業に専念したいこ
とから、当面の間、私の代わりに事務局で議事を進行してください。 
大野喜弘（事務局） 
はい。承知しました。 

小手正治（選定委員長） 

株式会社流通研究所さん、準備はよろしいでしょうか。それでは、最初にプレゼンを
お願いします。 

 

 

①プレゼン 
 
 
中島淳（統括担当者） 
 本日を迎えるにあたり、気合は入っていたのですけれども、このように鼻をこじらせ
まして、誠にお聞き苦しいこともあるかと思います。申し訳ありません。よろしくお願
いいたします。 
 今日はこれで３つ目のプレゼンですよね。朝から本当にお疲れのところでございます
が、後１時間、どうか私達にお相手いただきますようお願い申しあげます。よろしくお
願いいたします。 
 流通研究所は、名前に流通と書いてありますけれども、本当に農村と言いますか一次
産業の活性化に特化しているシンクタンクです。シンクタンクと言っても計画つくった
り調査やったりというだけではなく、私共はその計画っていったい誰がやるのというと
ころに凄いこだわりを持っていて、言われたままの計画をつくって納品ではなくて、ち
ゃんとやる人を見ながらやりましょうねという提案を原則として色々な事案に臨まさせ
ていただいております。特に今日、ご紹介させていただき、また、そこのご提案書に書
かれている体制、このチームは、特に農村集落とか地区の自立の支援に力を入れている
チームです。昨今、少子高齢化が進んでいて、本当に高齢化が進んでいて、農村がどん
どんどんどん疲弊しています。そこでも元気に何とかしたいという人がいらっしゃる。
そこの手助けということで自治体さんから依頼を受けるわけなんですけど、行政は主体
になれない、ましてや外から通っている私達も主役になれないです。やはり主役は地元
じゃないといけない。この地元主体のあり方、随分悩みます。高齢化しているので、こ
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の方々をどこまで引っ張れるのかとか、私達が引っ張っても良いのだろうかという悩み
の中で仕事をしております。ただ、昨今、都市部から若者が動いていますので、明るい
話題も多くあります。上手くそこはシンクロさせるというのが自分達の仕事だというこ
とで取り組んでおります。 
 さて、今回の基本計画でございますけれども、勉強させていただきましたが基本構想
づくりが大変で、土地収用と言うのですか、ここに至るまでに非常に丁寧に本当にあま
り見ない形で、プロセスで、そして全部公にされているこのプロジェクトにご縁があっ
てこうして立候補させていただいていること自体、大変嬉しく存じています。かなりレ
ベルの高い仕事になろうかなと、過去を振り返っただけでもそう思います。 
 これは長い計画になります。とても長い計画になりますので、どちらの事業者様が受
託したとしてもやっぱり地域の方の意向、それから組合さんの意向、そして将来の状況
の予測、その３つをずっとシンクロさせてプロデュースしていく役割が問われるはずで
す。ここはやはり重要な役割、計画づくりというよりもプロデュースだと位置づけてお
ります。特に意識すべきはこれからご案内させていただきますが、整備後の持続性だと
考えています、一番大切なことは。計画をつくるのは多分簡単と言っては怒られますが、
出来るのです。住民の意向だけを聞いて、こんな計画が出来ましたでも無責任ですし、
これ駄目、あれ駄目と言っても無責任ですし、その判断基準の一つはやはりつくって１
０年後からさらに先も持続運営出来るように、どれだけコストが掛かるのか、それを誰
が運営するのか、この辺をしっかりと意識した取り組みでなければならないと考えてい
ます。すなわち、今回の基本計画は恐らく地域住民さんに対して覚悟とそれに対する準
備期間を与えるものなのかなと捉えております。 
 私達はあまり大きな会社ではありません。だからこそ全国の農村に入り込みます。と
にかく入り込みます。そして膝をつき合わせてこの基本計画は地域住民が自分達でつく
ったのだというようなお役にたてればと。これをつくるのは私達ではないので、私達は
書くというか可視化するアウトプットの人間で、つくるのは地域住民の方だと思ってお
ります。地域住民の意向に沿ってお役にたてるよう努めて参ります。どうかよろしくお
願いいたします。では、具体的なご説明を有山のほうから申し上げます。 
有山公崇（主任担当者）  
 それでは、私、有山のほうから提案書の内容についてご説明をさせていただきたいと
思います。基本的な考え方といたしましては、今、中島が申したように私共の会社のス
タンスとして色々と考えたところをお示ししているところでございます。提案書の中で
３分の１ページ、最初に全体像を記載させていただいております。私共としては実施方
針をまず３つ、過去、今、将来、そういったところを見据えながら３つの実施方針で進
めていきたいと考えています。 
 それから、プロポーザルのテーマの２番目といたしまして、留意点というところで５
つ、それから、その実施方針、それから留意点を踏まえて基本計画で明確にしていく事
項ということで８つの整理をさせていただきました。 
 ３分の２ページから少し具体的なご提案をさせていただいているところでございます
が、まず実施方針の１つ目でございます。中島からもありましたとおり、昨年度までに
しっかりとした基本構想を策定している中で、この部分の踏襲をしっかりとしていきた
いと思っております。しかしながら、ただ踏襲するだけではいけないのかなというとこ
ろも思っております。まず全体の構想として地域まるごとフィールドミュージアム構想
というような全体構想を掲げておりますが、やはり基本計画レベルにおきましては、も
う一つブレイクダウンしたコンセプトとかテーマというものを設定していく必要性があ
ると思っております。当然考え方は踏襲しつつも迷ったときによりどころとなるコンセ
プトとかテーマ、そういったのを基本計画の中でしっかりと見据えていくということが
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必要だと思っております。 
また、構想の中で２点、最初の全体像にも記載をさせていただいておりますが、やは

り基本構想で掲げた将来像の達成というような目標、それから課題の解決というところ、
ここについてはやはり構想を踏まえて、基本計画でどうクリアをしていくか、どう目指
していくのかというようなところを考えていく必要があると思います。その手法として
は、私共としては冒頭申し上げたとおり、やはり住民の方と膝をつき合わせて、しっか
りとどうしていくのか、何を目指すのかということをもう一度話したいというふうに思
っております。その中で、私共は今、提案書の中で細かいことはちょっと記載をさせて
いただいてはいないのですけれども、まず基本構想を策定した委員の皆様にその構想を
つくった想いみたいなところを個別にヒアリングをしたりとか、それから吉田地区の
方々にやっぱり改めてアンケートとか実施をさせていただいたりとか、もしくは必要に
応じて少し時間をもらって地区の方にワークショップをすると。そういうようないろん
な手法を使いながら、もう少し本音のところを自分たちも聞いてみたいというふうに思
っております。そういったところと、あと一方で組合と住民さんというところでは非常
にこれまでも話し合いを重ねていると思いますけれども、一方で今後の１０年後を見据
えたときにはやはり実際に出来る施設を利用する方々というニーズというのも把握をし
なければいけないというふうに思っております。 
 そういった意味では、基本構想を踏襲しながらも、いろいろな手法で調査、ニーズを
把握しながら、そういったものを根拠にしながら、そこで出た新しいアイデアとかも付
与しながら進めていきたいというふうに思っております。 
 ３分の３ページ以降でございますが、こちらでは実施方針の２番目と３番目を書かせ
ていただいております。今を見て、基本計画を今策定する意味を住民と共有する。それ
から、３番目として次世代の住民へ継承出来る計画を策定する。実は実施方針の３つの
中でも、やはりこの２番目と３番目というのは非常に重要なポイントだと私共としては
踏まえております。まず、基本計画を今策定する意味を住民と共有する。これは、今や
らなければいけないことというのに注目したというのは、まず皆さんご察しのとおり、
実際に地域振興策を実行するのがおおむね１０年後であるということです。そこという
のは、では、１０年後なのになぜ今やるのか。逆に今やらなければならないことは何な
のか。そういったところをやはり住民と共有をしたいなというふうに思っております。
それは、先ほどの中島が申し上げたとおり、やはりでは１０年後誰がやるのか。何を覚
悟してやるのか。それから、どう準備をしていくのか。そういったところが非常に重要
だというふうに思っております。そういった意味では今何をしなければならないのかと
いうことを住民と、それから組合とも含めて共有をしていきたいというふうに考えてお
ります。 
 ３番目といたしましては、次世代の住民、継承出来る計画を策定するということで、
今申し上げたとおり、そこはシンクロするところではあるのですけれども、１０年後主
体となる人たちが誰なのかというところでございます。当然長いところで、長生きをし
ていただいて、１０年後も今もずっと中心となってやっていくのだよという方々が多い
予定のところではございますけれども、一方でまだ地域に関わりがちょっと薄い方、特
に私共としては実は１０年後に定年を迎える５０代の方々がキーマンになってくるので
はないかというふうに捉えておりますけれども、そういった方々を含めて、やはり１０
年後というと世代が代わってくる可能性が十分に考えられます。こうした方々に対して
何を継承していくのか、そしてどう継承していくのか。こうしたところをしっかりと踏
まえながら計画をつくっていくということ。それから、１０年ある中で今年度の計画策
定の段階から、やはり住民の方々が与えられたものという形ではなくて、自分ごととし
て考えていただきたいというふうに思っております。 
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 そういった意味で私共が出来る中で、やはり皆さんが自ら学んだり、考えたり、提案
したりというようなことをしていただけるような啓発をしていきたいですし、例えば後
半に策定の中で検討を進める吉田区の検討委員会の中でも、やはり啓発をしていきたい
ですし、地区住民の皆さんが、その人たちが逆に発信者となって地域住民を巻き込んで
いくというようなことを考えていくというところを進めていきたいというふうに思って
おります。 
 以上の大きな３つの実施方針、これが本当に私共の提案の大枠となるというふうに捉
えておりますが、この３つの実施方針の中で進めていきたいというふうに思っておりま
す。 
 それから、プロポーザルテーマの２番目でございます。留意点としては５つ掲げさせ
ていただいておりますが、実はプロポーザルのテーマの２番目と３番目、留意点と明確
すべき事項というところで、位置づけを私共としては非常に悩んだというところもござ
います。その中でも留意点というところで１番目に持ってきたのは、やはり整備費とか
維持管理費、ここにおける経済性の重要性というものを一番に掲げさせていただきまし
た。ここに関しては、やはり冒頭申し上げた持続性というところを考えても、やはり効
果があるものをきちっとやっていくというようなところを考えていかなければならない
と。そういった意味では予算というものが明確になっておりますが、それを使い切ると
いうことではなくて、やはり整備費用、イニシャルの部分についてはしっかりと、先ほ
ど申し上げたコンセプトとかテーマ、新たに設定するものに合致しているものなのかど
うか、効果が発揮されるのかどうか、そういったところをしっかりと踏まえるというこ
と。それから、持続性という意味では整備後に発生するランニングコスト、ここについ
てもしっかりと踏まえた計画をつくっていくということで考えております。 
昨今、第三セクター、昔立ち上がったものが清算されたりというようなこともありま

すので、ここについては、私共も実績として道の駅の立ち上げ、直売施設、そういった
組織、そういった計画づくりに携わっておりますので、十分に留意をしながら計画策定
をしたいというふうに思っております。 
 続きまして、２番目、５分の２ページになりますけれども、事業スケジュールを踏ま
えた複数プランの設定というところでございます。ここにつきましては、今まで１００
のアイデアということで構想の中で示されているところでございますが、この中でやは
り１０年先というようなキーワードの中で複数の可能性を残すということが重要だとい
うふうに思っております。一方で、新しいアイデアを付与するという意味では多様性の
尊重、逆にコンセプトにあった全体の統一性の確保、こういった相反するもののバラン
スをとりながら、私共としては複数プランを設定したいというふうに思っております。
これというのは、比較対象が出来るというようなことのほかに、やはり１つに絞るとい
うことの１０年先と考えたときのリスクというものを考えております。そういった意味
では複数のプランを設定をするというようなところの考え方で進めていきたいというふ
うに考えております。 
 続きまして、３番目でございます。各専門分野への対応と外部の力の活用ということ
で、まず私共としては、当然いろんな会社と組んでやっておりますけれども、まず検討
段階でやはり私共が不足する分野というものがございます。そういった部分につきまし
ては、後ほど実施体制のところで別に説明をさせていただきますが、検討段階で私共以
外に外部のところと連携を組んで実施をしていくということ。それから、最終的な施設
の整備をした後に運営というようなところを踏まえたときにも、やはり地区住民だけで
はなくて、外部の活用というようなところも十分に可能性としては出てくると思ってお
ります。そういった意味ではきっちりと外部を使うところは使うというようなことに留
意をしながら、計画づくりを進めていくということをしていきたいというふうに考えて
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おります。 
 続きまして、５分の４ページ、サイレントマジョリティーの配慮というところでござ
います。ここに関しましては、アンケート調査も実施している中で非常に反対の可能性
というようなところを考えると、非常にこの声を聞くということ自体が難しいというと
ころはあるのですけれども、それを探すのが目的ではなくて、やはりサイレントマジョ
リティーというのは結果であって、こうしたところの声を、耳を傾ける意思を持つとい
うことが重要だというふうに思っております。そういった意味では今まで出てこなかっ
た視点というものを、先ほど申し上げた、あらゆる手法を使って地域住民の声を一つの
声に耳を傾けるということを大事にして進めていきたいというふうに考えております。 
 続きまして、５分の５ページ、持続性の担保とエポックメーキングでございます。こ
こに関しましては、先ほど自分ごとということで冒頭申し上げたところでございます。
ここに関しましては、やはり今回の事業というのはある意味吉田地区にとっては、言い
方がちょっと適切かどうかわかりませんけれども、与えられた事象であるということを
私共としては捉えております。そういった意味では、住民としてもやはり何らかの負担
を受け入れないといけないというところが重要かなというところで、その中で何を負担
をしていくのかと。それを、逆に未来を見据えてどう価値に変えていくのかというよう
なところをポイント、ある意味覚悟というところになると思いますが、ここの部分を重
要視して今進めていくということをやらせていただきたいというふうに思っておりま
す。 
 以上が留意すべき点ということで、続きまして明確化すべき事項ということでプロポ
ーザルテーマの３つ目でございます。６分の２ページでございますが、明確化すべき事
項の中で一番重要なものは、一番最初の６分の２ページに書いてあります、展開する地
域振興策選択のための評価指標というところでございます。ここにつきましては、要は
１００あるアイデアの中から新しいものを付与しながら選択をしていくということが必
要になります。逆に選択をするための評価をつくるということが今回非常に重要だとい
うふうに思っておりまして、ここにイメージということで示しておりますけれども、こ
ういったある意味、評価指標を設定をしながら選択をしていくということを進めていき
たいというふうに思っております。また、私共で設定した、これは暫定的な評価指標と
いうものを最終的には組合、それから地区住民ということで選択していくということに
なろうかというふうに思いますが、ある意味根拠と指標というところを明確にしながら、
そのこと自体を評価をしていただくということも踏まえて明確化していきたいというふ
うに考えております。 
 これ以降、６分の３ページには地域ニーズの把握から最終的な基本計画の策定までの
流れを書いておりますが、幾つかポイントを説明をさせていただきたいと思います。 
 何度か申し上げておるところでございますが、６分の４ページで地域ニーズというも
のを書かせていただいております。ここは非常に重要で、先ほど申し上げた５０代とい
うキーワード、それから、女性というキーワード、こうしたところの層についてきちん
とひざをつき合わせて把握をしていきたいというところが１つ目のポイントでございま
す。 
 続きまして、６分の５ページになります。こちらも冒頭から申し上げておりますとお
り、６番目に事業別主体及び関係機関等の役割というところが書いてあります。ここは
非常に重要、誰がやるのかというようなことでは重要でございまして、構想にも書いて
あります。しかし、やはり一般的なことで書いておりますので、では具現化するときに
実際どうするのか、そして本当に出来るのかどうか、そういった実現性も含めて、ここ
については当然住民の当事者意識の醸成とか自助努力、こういったのが必要になってく
ると思います。こういったところを踏まえながら明確化していきたいというふうに思っ
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ております。 
 それから、７番目の事業別収支。ここについては、冒頭申し上げた経済性というもの
でございますけれども、ここについて先ほど申し上げたとおり、私共が実績として掲げ
たノウハウを活かしながらつくっていきたいというふうに思っております。 
 最後に、先行的整備インフラということで８番として掲げさせていただいております
が、ここでのポイントといたしましては、先ほどもあった予算ありきということではな
くて、逆に地域振興策をしっかり決めて、ではその整備事業費を勘案する中でインフラ
というものを決めていく必要があるかなというふうに思っております。ここについては、
先行的に進めるために、また要望も多いところだとは思いますけれども、そういった手
順を踏まえて実施をしていきたいというふうに考えております。 
 ちょっと後半駆け足になりましたが、冒頭で申し上げた実施方針、ここが本当に私共
の提案の一番のポイントだというふうに思っております。それから、ちょっと加えて実
施体制について、岡田のほうから説明をさせていただきます。 
岡田寛史（担当者）  
業務の実施体制について説明させていただきます。今回は、地域振興策ソフト面での

支援が非常にメインになると考えておりますが、地域振興策がこの先１０年、２０年と
続いていくためにはポイントとして組織づくりがやはり大切になってくるかと思われま
す。これまで我々は、道の駅の開業もそうですが、何もなかった地域に対して新たな組
織をつくり、組織再生であったり、事業計画の立案などの支援をして参りました。今回
は、先ほど有山からも申しましたとおり、弊社に加えて大きく４つ各専門分野のスペシ
ャリストの協力を仰いで業務の体制としたいと思っております。 
 大きく４つに分けますと、まず１つ目が施設設計、そしてランドスケープ、次に環境、
４つ目に排熱利用量、この大きく４つに分けた各分野で業務を実施して参ります。まず、
施設設計の分野におきましては、株式会社計画環境建築、そしてランドスケープ計画は
株式会社ヘッズとの連携を予定しております。これら２社は弊社がこれまで実施して参
りました道の駅の整備計画及び運営計画の策定等の業務において、これまで多数の実績、
関わりがございます。 
 計画環境建築におきましては、主に住宅から公共建築、公園まで多岐にわたり幅広い
分野の設計実績を有する建築設計事務所でございます。先ほども申しましたように、道
の駅のほか直売所、直売施設ですね、あと農業公園、温浴施設などの実績も多数持って
おります。そして、ここ印西にあります西印旛農業協同組合のとれたて産直館があると
思うのですけれども、こちらは計画環境建築の設計によるもので、その設計のための規
模ですとか、機能、整備方針、あとは運営、収支計画をうちのほうでソフト面を流通研
究所のほうで支援いたしまして、計画環境建築のほうに設計をいろいろ依頼したという
ところです。 
 続いて、杉浦環境プロジェクト株式会社という会社に環境分野についてご協力をいた
だきたいと思っております。こちらの会社は、環境分野における地域社会の交流の仕組
づくりであったり、地域社会との関わり方なんかを非常に地域に入って活動があったり、
ワークショップ、企画運営等を得意としております。また、代表の杉浦正吾さんとおっ
しゃるのですけれども、この方は柏市の道の駅しょうなんのＰＲ事務局長を務めており
まして、昨年度この道の駅しょうなんの再整備の基本計画及び農産漁村活性化プロジェ
クト計画を弊社のほうで策定、支援いたしました。また、代表の方は環境学博士、筑波
大学のコミュニケーションラボの名誉代表であります。 
 ４つ目といたしまして、排熱利用分野です。こちらの排熱利用分野におきましては、
池田テクニカル株式会社という会社にご協力をいただこうと思うのですけれども、こち
らはあくまで窓口であって、こちらからまた新たに清掃工場であったり、その他整備の
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実績を持つ会社の紹介をいただこうかという予定でございます。こちらの会社は、主に
地中熱や排熱を利用した空調システムの設備設計であったり、植物工場の施工、設計実
績を持つメーカーであり、また設計事務所でもあります。 
 これらの各分野４社と弊社連携いたしまして、吉田地区及び周辺地区の地域振興とビ
ジネスチャンスの拡大、そして地域の目指す方向性を明確にした上で、これら４社と連
携し、弊社の人脈を活かした上で本業務にあたりたいと思っております。実施体制につ
きましては、説明は以上でございます。 
中島淳（統括担当者）  
 大筋の説明は終わらせていただきますけれども、最後に、例えば今の実施体制につき
ましても、これはもうわからないのです。やってみて、基本計画が地区の皆さんと策定
していって、そしてその規模ですとか、排熱の活用の仕方の方向ですとか、そういう意
味では組む相手が変わってきます。本当に。ここはもうよくあるケースなので全然私は
心配していません。心配なのは、むしろ最初にありき、何でもそうなのですけれども、
ありきが一番怖くて、先ほどサイレントマジョリティーの話もありましたけれども、別
にそのサイレントマジョリティー、つまり何も言っていない言葉を引き出そうというこ
とは目的にしないのです。ありきではなく、膝をつき合わせていくと必ず、これはもう
絶対に常になのですけれども、いろいろ、いや、本当はこう考えているのだけれども。
例えば、あと盛り上がっているのが、外から来てわいわいやっているすごい賑わいをつ
くりたいという案が先行している。でも、よくいろいろな人としゃべっていると、いや、
地区住民のための機能がもっと欲しいとか、子育ての機能がもっと欲しいと、もしかし
たら出てくるかもしれないのです。表に乗り損ねた意見といいますか、これもやっぱり
ありきではなく、しっかりと把握して引き受けて、そして本当にそのバランスを見て、
反映せるのが我々だと、我々というか受託者の役割だと考えております。 
 それから、先ほど有山が申し上げた負担という意味でも既に書いていますけれども、
吉田地区さんですか、もうこの次期中間処理施設を受け入れると表明した段階で物すご
くやっぱり負担がかかっているのです。これはすばらしいことです。すごいことだと思
うのです。それに対して、誠実に組合さんが、さっき冒頭でも申し上げたとおりやって
いらっしゃる。ちゃんと誠実に向かい合っている。では、それでそのままがっと大きな
規模の補助金というかお金がなってきたという流れで良いのか。これは話が違って、や
っぱり全然違う意味で地域もまた次の運営に向かっての投資とか労働力とか何かやっぱ
り負担をかけないと続かないです。これは本当に山ほど見てきました。いろんなケース
を見てきておりますので、この辺をやっぱりしっかりと地区の人と。そして生意気です
けれども、地区の人がこの計画で良いのかどうかの判断が出来る知識が備えられるよう
いろいろ経験を伝えていきます。このまま行くとこうなりますよとか、これはこういう
理由でこうなのですよという一緒に勉強会を最初ずっとして、私共の経験を伝えていき
ますので、どうか一緒にそれをわかっていただいて判断する何か基準を持っていただけ
るよう努めます。よろしくお願いいたします。 
 
 

（終了ベル） 
 
 

②質疑応答 
 
 
大野喜弘（事務局） 
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 それでは、引き続きまして質疑応答に入らせていただきます。質疑応答につきまして
は、限られた時間を有効に使いたいことから、質疑及び回答につきましては、簡潔にお
願いをいたします。 
 それでは、質疑のある選定委員は挙手を願います。 
今井聡（選定副委員長） 
 地元のほうに、地元の住民の方と交えてというようなお話、かなり熱意を持った形の
お話を伺ったなという気持ちでおるのですが、かなり地元の方も忙しいものですから、
夜になってしまったり、また急遽という場合もございます。その場合、今日おいでいた
だいた３名の方、これは必ずご出席いただけるという認識でよろしいのでしょうか。 
中島淳（統括担当者）  
３名が同時ということですか。 

今井聡（選定副委員長） 
はい。 

中島淳（統括担当者） 
３名が同時というのが、先ほど私の言うように、ありきではないと思うのです。必要

に応じて２名は出ます。３名が嫌だとは言っていないのです。３名がありき、必ず３名
来るというのが果たして、ここで、はい３名参りますが良い返事かどうかごめんなさい、
お答え出来ません。ただ、基本は期待されているのであれば、例えば人数でございます。
例えば３０名の住民が来て、来られたら、我々も３名以上対応したほうがもしかしたら
グルーピングによって違うかもしれませんし、相手方が今日は５名だとすると、内容が
こういう内容だ、わかりました。私と有山で向かいますというのが、どうか臨機応変に
ご勘弁いただければ大変ありがたいです。 
高橋康夫（選定委員） 
御社のほうは、農業系に特化するようなところで最終的には実施体制の中で協力体制

を組んでいくということでございましたけれども、この協力体制でも結構なのですけれ
ども、以前にそういった、要は排熱を利用した、あるいは熱を利用したというような実
施事例でこういったもの、計画等を策定した事例があるかどうか、ちょっとそこを確認
させていただきたいと思います。 
有山公崇（主任担当者）  
私共の会社自体では排熱利用の実績はございません。そういった中で先ほど実施体制

の中でご説明させていただきましたとおり、池田テクニカルというようなところの会社
に関しましては、排熱利用の実績を持っております。また、池田テクニカル自体も排熱
利用だけをやっている会社ではございませんが、そこを中心としたネットワークで対応
出来るというような判断をさせていただいておりまして、そこと連携をして実施をして
いくという体制をとらせていただきたいというところでございます。 
 また、あえてちょっとつけ加えるといたしましたら、非常に排熱利用というのは、私
共も不勉強なところはございますが、非常に技術革新が進む分野であるというふうに認
識しておりますので、そういった意味では１０年後、逆に今の時点で当然設定をする必
要はあると思うのですけれども、１０年後には逆に専門分野から、きっちり逆に提案を
受けるような方針をしっかり決めておくというようなところに今回重きを置きたいなと
いうような方針では考えてございます。 
今井聡（選定副委員長） 
テーマの３の明確化すべき事項４の地域振興プラン、この中で複数提案をしていただ

けるというご説明があったと思うのですが、複数となりますと最終決定というのはどう
いう形ですれば良いものなのか、その辺をちょっと教えていただければと。 
有山公崇（主任担当者） 
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最終的な決定というところでは当然組合、それから吉田区の住民の方というところに
なろうかというふうには考えておりますけれども、ちょっとご説明の中でもさせていた
だいたのですが、今の時点で１つに絞るということが得策かどうかというような視点で
複数ということを挙げさせていただいております。現時点で複数プランということを掲
げる意味といたしましては、申し上げたとおり、まず比較対象があるというところがご
ざいます。１つのプランに絞ったときに、では、住民の方を含めて、それを正しいと判
断出来るかどうかというようなところもございますので、私共としてはおおむね３つ位
のプランを提示をしながら、それを比較して判断が出来るような形での設定を、計画を
したいというふうに思っております。最終的にはやはりその住民の方、それから組合と
いうようなところにご判断をいただく必要があるとはというふうに思っております。 
今井聡（選定副委員長） 
 済みません、今の件なのですけれども、そうなりますと、最終決定の段階で御社は当
然いらっしゃらないと思うのですが、それまでの決定までのプロセスなり、何らかの方
向というものも示していただけるというようなことで、理解でよろしいのでしょうか。 
有山公崇（主任担当者） 
 １つとしては、こちらの提案の中で示させていただいたのは地域振興策の評価の基準
を示させていただきましたけれども、そういったイメージと同じようなものをプランの
中でメリット、デメリットではないですけれども、一種の評価基準みたいなものを実際
に判断をするときに、こういう視点で評価をすべきではないか、選択をすべきではない
かというような基準を示すことは出来るかと思います。 
中島淳（統括担当者） 
 今の段階でこういう立場で言うのは本当に大変恐縮なのですけれども、基本計画を策
定していくと、やっぱりもう想定外になってくるのです。もう必ず想定外の話になって
きて、地区の人たちと話し合って、どうしても大きな考え方として、例えば２つ、３つ
あると。今の段階でこれを絞って一つの方向に結びつけるのというのは、やっぱり難し
ければ複数になってきます。もし、ばしっと１つ。これは複数ありきではなくて、ばし
っと一つの方向で、あれっ、すごくこっちはもうこれで皆そうなっていらっしゃるのだ
となると、もう大まかな一つの方向の一つのプランになっていくでしょうけれども、も
う基本構想が非常に大きな構想でありますから、これを絞っていく、この絞り方なので
す。複数プランというのはこの絞り方の考え方なので、もしかしたら基本計画でこれか
ら１０年の中で、やっぱり住民の中でもまだ今はもう全然１０年先に対しては判断つか
ないよ。ただ、大きくは３つの方向をみんなで決めたねというのをずっと心に思いなが
ら検討が進んでいくというのが実は健全な１つです。いろんな地区をやらせていただい
ていて。そうなってくると日々の会話とかで、どんどんやっぱりブラッシュアップされ
ていって２つになったりいろいろしていくものになりますので、次に向かっての契機に
なればという意味です。必ずしも複数プランつくりますよという意味ではなく、そうい
う意味合いで可能性を残したほうが良いのではないかと考えているということです。 
土佐光雄（選定委員長） 
テーマ２の４ページ、サイレントマジョリティーの配慮なのですが、それの下から５

行目です。サイレントマジョリティーを参照することで、必要に応じて計画変更あるい
は撤退の際の基準を持つという記載があるのですが、この撤退の際の基準というのはど
ういう意味ですか。教えてください。 
有山公崇（主任担当者）  
撤退という言葉は非常にちょっと刺激的な言葉で表現をしてしまっているところもあ

るのですけれども、この撤退ということ自体が、事業自体が撤退をするという意味合い
よりは、要は計画変更、見直しというような意味合いの撤退というふうに理解をしてい
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ただきたいというふうに思っております。これは、サイレントマジョリティー自体が先
ほど申し上げたとおり、これを掘り出していくというよりかは、こういうのにもしっか
り耳を傾けていくのだよというようなところで、逆にサイレントマジョリティーであっ
たものをサイレントマジョリティーではなく引き出していくようないろいろな手法を使
って膝をつき合わせて話をしていきたいというようなところの趣旨の意味合いで記載を
させていただいたというところでございます。 
中島淳（統括担当者） 
 補足すれば、撤退という言葉は本当何か刺激的で大変申しわけありませんでしたが、
よくあって、基本計画で定まっているからもう変えられないとかというのではない余地
を、というか見直しの何かセーフティーバンドというか見直しの機会をやっぱり常に持
ち続けるというのが、だって来年整備をするのではないので、その辺をやっぱりしっか
りと、先ほどと一緒です。可能性を持たせるという、やっぱりこれが大事なことだと思
います。 
高橋英夫（選定委員）  
テーマ２の各種選択決定の際の留意点、こちらの中で各専門分野への対応と外部の力

の活用の中でということで先ほどご説明をいただいたところでございますが、本業務の
委託仕様書の中には基本計画素案のブラッシュアップを目的とした有識者懇話会、それ
と吉田区の検討委員会、こちらにおきまして、資料の説明あるいは質疑応答の支援とい
うものを要請させていただいております。そういった中で連携する各専門分野の業務で
すね、質疑や業務、こちらが及ぶことも当然想定されるところでございますが、こちら
の全ての分野において御社の担当者様が対応していただけるという予定でおられるのか
というところをちょっとお尋ねします。 
有山公崇（主任担当者）  
間違いなく私共がまず参加をするということと、内容に応じて各担当者がそこに同席

をするという形をとらせていただきたいというふうに思っております。 
高橋英夫（選定委員）  
今のお答えに関連してなのですが、一応仕様書の中でこういった会議ご出席をいただ

けるという方については、直接的に御社との雇用関係であるというふうに限定させてい
ただいていたかと思うのですが、そちらについてはご承知いただいていますでしょうか。 
中島淳（統括担当者）  
アドバイザーとして専門分野の方を別に呼んで来ても良いわけですよね。 

高橋英夫（選定委員）  
一応直接的な雇用関係ということで確か記載させていただいていたとは思いますの

で、関連会社の方が出席するというのはちょっと仕様書の中では想定していなかったの
かなというふうに、私のほうでは理解していました。 
有山公崇（主任担当者）  
そういった意味で申し上げますと、済みません、ちょっと認識の違いがございまして、

私共としてはそういった分野に適切な担当者を入れたほうがその場で即答が出来るとい
うところがあったというふうに認識をしておりましたけれども、いずれにしても直接雇
用関係にない会社の担当者をそこに出席させることができないということであれば、私
共のほうで責任を持って対応をし、即時対応というようなところが出来ないところもあ
るかもしれませんけれども、そこは誠実にきちんと回答なり、対応をするということを
お約束させていただきたいと思います。 
竹田忠夫（選定委員） 
今回、明確化すべき事項の中で特に重要なプロセスとして振興策の選択であるという

ふうに書かれているのですけれども、このプロセスの中でそれは②というようなイメー
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ジなのか、このプロセスの選択の部分というのはどこまでがその範囲になってくるかな
というのを少しお聞きしたいのですけれども。 
有山公崇（主任担当者）  
済みません、申しわけありません。ちょっと質問の理解が出来ません。 

竹田忠夫（選定委員） 
地域振興策の選定が重要だ、プロセスになる、ということは、次のページの基本的な

プロセスのその図の中のどこまでが一番重要なのだというところは、どこになるのかな
というふうなところです。 
有山公崇（主任担当者）  
私共としては、やはり実施方針として掲げておりますとおり、やはりまず大きな流れ

としては計画の素案づくりをして、それから有識者懇話会、それから吉田区の検討委員
会というところで詰めていくという大きな流れになろうかと思いますけれども、そこま
で住民とか専門家の意見を聞かずに素案をつくるということは、私共としては不本意で、
やはり素案づくりの部分で調査をしたりとか、吉田地区に入っていきたいというふうに
考えております。そういった意味で行きますと、６分の３ページでいいますプロセスの
中では１から７の部分というものがやはり重要な役割というふうに思っておりまして、
その中で特に重要ということで考えると、やはり一番最初に地域ニーズの把握、ここが
やはり住民として私共としても先ほど申し上げたとおり、５０代とか女性とかという層
を挙げておりますので、それからあとは実際の利用者となる、例えばニュータウンの住
民とか、そういったところの根拠となり得るようなニーズの把握というものが重要かな
というふうには思っております。 
高橋康夫（選定委員） 
先ほどの複数プランの話に戻ってしまいますけれども、複数プランを今回基本計画と

して出していただいて、後年度においてそれらに柔軟に対応していくというふうに進め
ていくと。長いスパンの中ではそういった複数プランが今後効いてくるのではないかと
いう話でしたけれども、一番最後のページのところの先行的整備インフラ、それに関し
てはやはりそれぞれのプランに対して、先行的整備インフラというものは計画の中に組
み込んでいくということなのでしょうか。 
中島淳（統括担当者）  
基本的には先行すべきインフラは多分別だと思います。それは、もうどういうプラン

があろうと、だってあれが違いますから、種類といいますか、あれが違いますから。基
本構想では４つあったと思います。先行するインフラ、それから複合施設、それから排
熱事業、それから里地ですね、このうち後者３つはこの地域振興というところで将来の
吉田区のあり方で連携出来ますが、この最初のインフラの部分は今の暮らしの対応です
ので、その３つとか２つの複数プランごとで、この先行する、今のインフラプランと変
わるのではなく、これは多分１つ独立していると考えます。 
有山公崇（主任担当者） 
そういった意味でいいますと、予算規模としてはどこかでやっぱり線引きをしないと

インフラが決められないというところがあろうかと思いますので、予算規模を決める中
で先行的インフラを後で決めると。その予算規模の中で、やはりその地域振興策の中の
複数プランを、予算規模の中で複数つくるというような考え方になろうかなというふう
に思います。 
竹田忠夫（選定委員） 
いろんな計画づくり等があって、そのつくり方というのは何通りかあるというような

話ではありますけれども、計画が大事ではなくてその後が大事なのだというお話だった
と思いますが、ではその計画に基づいて、あるいは地域住民のニーズによって地域振興
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策が図られたというような場合に、地域振興策が図られた後の、その吉田区の例えばあ
る家庭の一日の風景、あるいは過ごし方みたいなものがもしイメージ出来ていればお話
しいただけるとありがたいのですけれども。 
中島淳（統括担当者）  
まず、先ほど申し上げたように、まず、賑わいがある場合、一日、では、その仮定と

いうのが農家にしましょうか。ある農家の夏、朝起きた、土曜日だと。夏野菜すごくた
くさんあるので、今日はたくさんお客さんが来ると。ただ、ずっと基本計画、実施計画
やってきたので、どうも我々のこの地区は不特定多数の大勢の方がうわっと来る国道沿
いにある道の駅ではないつくりの直売所を俺たちはつくったのだ。本当に俺たちの野菜
を知って来る、この時期に毎年来る人、今日も来てくれるか楽しみだ。よし、採りに行
こう、採りに行く。その先には何か朝、基本構想からすると、朝風呂入っている人たち
の往来も、近所の人との会話もある。それで出荷して並び始めたら、９時位にはもう既
におなじみの顔の人たちが来てくれ始めた。直売所で売りながらも、実はもうせがれ、
次の世代、この設備が出来たことで実は東京で働いていた４０代の息子は帰ってきてく
れて、今教えるのに必死なんだと。今日も怒鳴りつけているという、サラリーマンをや
っていたので、朝５時から汗水垂らすことになれていない。そうこうしているうちに、
実はこの間まで空き家だったところにも移住者が来てくれて、ここの出展ブースで手伝
ってくれるということで、昼、忙しかったけれども、一回転して昼になり、次の出荷の
ものを並べて夕方になった。物すごく汗かいてしんどいけれども、やはり温泉、俺たち
は、ただでと言うと怒られるかな、非常に安い料金で入れる風呂がある。もう、この労
働の後の風呂が最高なのだとかという、そして上がったところで、多分そこには予定地
見させていただきました、どこかにはベランダがあるのでしょうね、蚊取り線香をたき
ながら、この吉田地区の人たちも、おなじみのお客さんもビール飲んで、ビール飲みな
がらそのおなじみの人は車を運転出来ませんが、お酒飲みながら明日も頑張ろうねみた
いな、何か農家の場合ですけれども。何かそんなイメージです。 
竹田忠夫（選定委員） 
地域振興策を絞っていく中で指標の設定があったと思いますが、地域振興策が図られ

てから、その効果を見るための指標はどんなものが考えられるか。ありますでしょうか。 
中島淳（統括担当者） 
 地域振興策の評価。ここに書いてある以上に、例えば雇用の人数ですとか、それから
例えば先ほどぱっと言わせていただいたように、Ｉターン、Ｕターンの数、それから空
き家の活用率ですね。すなわちそこに帰ってくる移住者の数ですよね。これは吉田区だ
けではない、その影響範囲というのが周辺どの程度まで及ぼすかも少し皆さんにご指導
いただきたいのですけれども。それから１戸当たりの平均の収入の変化ですよね。それ
から、作付の種類の数ですとか、例えば農家に至っては。それから、雇用とは少し微妙
に違いますけれども、この吉田区、現状に比較して１０年以上後に関わる影響の人たち、
つまり出入りする人たちですね。それは、いろんなものが効果として期待されると思い
ます。特に数値的に言えば売り上げですとかいろんな数字が表れますけれども、先ほど
冒頭に申し上げた、何というのですかね、これが出来ることで帰ってくる人の数ですと
か、後継者の数ですとか、新しく移住してきた人の数というのは実はとても意識したい
ところではあります。目指したいところと言いますかね。 
小手正治（選定委員長） 
それでは、総体的なことで、本業務の提案に当たって現地の状況等、確認済みである

と思いますけれども、現地は公共交通の便もなく、車でしかアクセスできない。今現状
はそのような状況の場所なのです。そういうところに地域振興策というものを検討すべ
く、事業の持続性を保つために最も重要だというように考えていらっしゃるのは何か、
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１つだけでよろしいのですけれども、その辺をお答え願えればと思います。 
中島淳（統括担当者）  
最も重要な点ですか。 

小手正治（選定委員長） 
１点だけです。 

中島淳（統括担当者）  
地域振興策において最も重要な点は、主体の当事者意識だと思います。 

大野喜弘（事務局） 
質疑ないようですが、持ち時間につきましては、あと３分弱ございます。これまでの

質疑に対する回答に限定されますが、補足等ございましたら、その回答の補足をお願い
できればと思います。 
中島淳（統括担当者）  
補足なんて生意気なことは言えませんが、質問というのはもっと生意気か。この基本

計画は誰のためにつくるのか。組合さん、国に対して県に対してつくるのか、とあると
思うのですが、少なくても今の時点では地域住民さんが、組合さんに対してこんなこと
なんだというふうにいって案といいますか、挙げるこのお手伝いをするように捉えたい
と考えております。なので、補足することは、先ほどから出ているまだまだ力不足のこ
ともありますが、一緒に一生懸命汗水垂らしたいと考えております。よろしくお願いい
たします。 
大野喜弘（事務局） 
それでは、回答に対する補足がなければ終了ということでよろしいでしょうか。 

中島淳（統括担当者）  
こちらは構いません。 

大野喜弘（事務局） 
 それでは、時間前ではございますが、質疑応答を終了させていただきます。 
 それでは、ここで議事の進行を委員長のほうにお返しさせていただきます。 
小手正治（選定委員長） 
それでは、以上で株式会社流通研究所さんのヒアリングを閉じます。ありがとうござ

いました。 
 
 

次第３ 閉会 

 
 
小手正治（選定委員長） 
これで、印西地区環境整備事業組合次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画策

定業務委託における公募型プロポーザルの最優秀提案者選定会議プロポーザル２次評価
を閉会します。 
 
 


